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千代田区議長秋谷こうき様

令和8年4月施行予定の道路交通法改正を踏まえた

千代田区内(特に靖国通り).における自転車通行環境整備等に関する陳情

陳情書

陳情趣旨

令和8年4月より施行予定の道路交通法改正により、自転車利用者に対する通行区分の遵

守が一層求められることとなります。

しかしながら、千代田区内、特に都道である靖国通りにおいては、自転車専用ゾーソ(いわ

ゆる青色表示)や安全に通行可能な自転車空間の整備が十分とは言えない状況にあります。

その結果、自転車利用者は

.交通量の多い車道を通行せざるを得ない危険性

.歩道通行における違反りスクの増大

という板挟みの状況に置かれており、法改正の趣旨である交通安全の向上と、実際の通行環

境との間に乘籬が生じることが懸念されます。

警察においても、現状では悪質・危険な行為以外は指導・警告にとどめる運用方針が示され

ているものの、これはイソフラ整備の遅れを前提とした暫定的対応であり、根本的解決とは

言えません。

つきましては、千代田区議会におかれまして、区民の安全確保の観点から、下記の事項につ

いてご検討の上、関係機関への働きかけを行っていただきたく、ここに陳情いたします。

陳情者:

住所:〒

連絡先:

令和1年々月2夕日

陳情事項

1.令和8年4月施行予定の道路交通法改正を踏まえ、

千代田区内における自転車通行環境の現状と課題について調査・整理すること。

2.特に都道である靖国通り(九段下・神田方面を含む)について、

東京都および警視庁に対し、

0 自転車専用ゾーソ等の視認、性の高い通行空間の整備

0時間帯別・区間別の柔軟な交通運用

0 当面の取締り運用に関する周知・啓発

、

」

収受,

び●■
壱御毛、与喜'



などを求める意見書または要望書を提出すること。

自転車利用者、歩行者、自動車利用者のいずれにとっても安全が確保されるよう、

法改正に合わせた段階的かつ現実的な対策を講じるよう、関係機関と継続的に協議

すること。

3.

以上
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千代田区議会議長秋谷こうき様

二番町計画の基本計画提示前に再度話し合いの場を求める陳情

二番町再開発計画の附帯決議に基づく番町次世代シソポジウムは、次回は日本テレビの基本計画が示さ

れてから行われる予定とのことですが、以下の理由により、基本計画が策定される前に、今一度、区、

事業者、住民による話し合いの場を設定していただくよう陳情いたします。

<理由>

1.番町次世代シソポジウムが3 回行われたことになっていますが、第 1回(2025年1月12日)は二

番町地区に特定したものではなく、番町住民の一部が参加を制限された一方、番町住民以外の方も

入っていました。また附帯決議に基づくものとの説明はされませんでした。

2 第2回番町次世代シソポジウム(2025年9月20 田は不安や様々な懸念を解消する目的で開催さ

れ、参加者が番町住民に限定され、人数制限はなく、事業者も加わり、司会の方からも「ようやく

話し合いの緒についた。このような会がなかったこど力吐也区の二分の原因だ。」という趣旨の話が

ありました。この会が実質的に第1回となると考えられます。

2026年2月19日

一方、住民から出た懸念について、住民以外からの、一般論から引いたコメントが一方向で出ただ

けで終わった項目が多々あり、番町の実態や住民の実感に基づいた意見交換は十分に行われません

でした。結果は「資料2:第2回番町次世代シンポジウム【議事要旨別紙】」の「4,心配事の解消

議事要旨呂嚇氏」 ht中Sゾ/W脚.ciw.chiyoda.1g.jp/documents/17493/途・3Shiry02.pdf にまとめられて

いますが、「心配事への見解」の欄で示されたコメントや、陥早消方向」の色分けは住民の実感とは

異なるとの意見が寄せられています。

■

ーコメントが実態や実感と異なる例(各コメソトに対し矢印以下が疑問点)

①「番町の庭や森の使い方は非常によく」

地域のためと によっては半数近く

②「帰宅困難者は想定されない」

一実際に東日本大震災の時は帰宅困難者が多数おり、道路の渋滞もひどかったことを近隣

在勤者や住民が経験している。

③「用途地域は今は住宅地で変わらない」

一商業地域に変わる可"謝生について、区からは「都が決めるのでわからない」という返答

番一



があった以降、明確な答えは聞いていない。

④ビル風について「今後の検討の中でできる限り影響を小さくしてもらうことだと考える」

「シミュレーションは一般的な基準に基づいて行うことになる」

ースタジオ棟のビノレ風がひどいが、竣工後10年問、対策がされていない。

現在の一般的な基準に基づいて建築された建物でもビル風の被害が出ている。二番町計

画の超高層ビルが建ってからもビル風は吹くと思われるが、今までの日テレの認識では

何もされないという不信感がある。

3. 第 3 回(2026年1月25日)について

・日テレ担当者はオプザーバーとの紹介で、参加者からの問いに対して全く発言しませんでした。

第3回は附帯決議に基づく「全ての関係者が話し合える場」として成立していません。

・第2 回の終了後のアソケートでは「心配事が解消されなかった」「あまり解消されなかった」割

合が4割近くあり、「討議を聞いた結果今まで気づかなかったあらたな心配事が生じた」参加者

もいます。このアソケートの記述は第3回で配布されませんでしたが、懸念が解消されなかった

部分について、第2回・第3回のアンケートの記述も基に再度話し合うべきだと考えます。

当日は日テレの担当者が「スタジオ棟の風の問題を認識していなかった(議事要旨別紙

には記載がない)」と言い、参加者から驚かれた。

第2回で「スタジオ棟のビル風について」は日テレ担当者が持ち帰り、確認することになってい

ましたが、第3 回では回答がありませんでした。基本計画前に住民への返答を要望します。

尚、第3回当日、模型を見ながら、ビル風について「住民の間で不満や被害が確認されてい

るが、日テレに認識されていない」との声が口々に聞かれました。例として、

強風で高齢者がスタジオ棟側から文人通りを渡れず、何度も介助をしたことがある。

強風でスタジオ棟横を子どもが歩けないことがある。

計画建物ができてからは日テレ通りの西側(日テレの所有地ではない)がひどくなるとの

日テレによるシミュレーション図があるが西側は樹を植えて対策するなどの余地はない。

迂回路などなく、生活できなくなる。

意味や運用形態などが明確でないまま基本計画に盛り込まれてはならないと思います。

以上のような状態では、分断は解消されないどころか、性急、に基本計画策定に進められれぱ不信感や分

断が深まる恐れがあります。提案者/事業者の日テレ、計画提出者の区、影響を受ける住民等の全ての関

係者による話し合いの場を、日テレによる基本計画提示の前に設けていただくよう陳情いたします。

尚、附帯決議では区による地区の融和への努力が求められ、「併せて前向きな場を」とあり、番町次世

代シンポジウムの形で行われる必然性もないと思われます。日テレ、区、住民等による三者会談の形で

もよいかと思、います。よろしくぉ願いいたします。

以上

・第2回で「エリマネ棟」について共通理解がないことが判明し、第3回では特別に項目を立てて

説明されましたが、二番町計画でのエリマネ棟の運営形態はまったく不明だということがわかり

ました。初参加者からは番町のような住宅地における前例のないエリマネの適用について「目く

らましではないか」との厳しい意見も出ました。住民には負荷ともなりかねないエリマネ棟は、
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千代田区議会議長秋谷こうき様

都市計画審議会による「二番町地区地区計画の変更」の附帯決議の

優先事項の確認と、実効性ある実施を議会から区に求めていただく陳情

「二番町地区地区計画変更」が行われた場合、令和6年3月26日、都市計画審議会が同変更につい

て決議した附帯決議については「前提となること・建ててからでは修正不可能となる以下優先事項」

から取りかかるよう、議会から執行機関に要請していただきたく、陳情いたします。

優先すべき項目は以下です。

①「地区計画の決定事項である高さや容積率はそれぞれその上限を定めたものであり、事業者が地

区の要望を受け止めて上限に対してゆとりを持った計画内容とすることを妨げるものではないの

で、今後の建築物の設計段階においてその可能性について事業者と十分に協議すること。」

②「事業の具体化に当たっては、地区内の融和に向けて事業者・関係住民・関係機関(3月26日

の都市計画審議会で、具体的には、教育機関を指すと説明された)などとともに真塾な努力を重

ねること。」

③「全ての関係者がこの問題に関し前向きに話し合える場づくりに協力すること」

陳情者

陳情者居住一

尋泌

2024年6月 be

以上のうち、特に①については、就業者数が何千人、来訪者を含めると1万人にもなる恐れがあり、

交通量、風量、公共交通機関・緊急車両への影響を試算し、上限の中での適正な高さや容積率の割り

出しが求められます。都市計画審議会の専門家からも「高さ80mは所与ではない、容積率700%を認

めたということではない」と発言されています。

5月24日の環境まちづくり委員会では区側から、環境への影響調査の計画はなく、「広場の使い方」、

「入居テナントの要望」を聞くとか、話し合いの場には市ケ谷周辺関係者も含むとの答弁がありまし

た。まず話し合うべき課題は①です。同時に、⑦X③は計画提案者である区、事業者、懸念を示した関

係者の三者で構成することを強く要望いたします。

今回の地区計画変更の意見書では住環境の変化への懸念が最大の論点であり、

ありました。商業地域である市ケ谷周辺を含むことは二番町問題の意見対立、

ながります。

尚、「日本テレビ通り全体のまちづくり方銑の早期策定」は「なお書き」であ

ん。また、エリアマネジメント事業は、「地区計画によって確保された地区施設の管理運営」について

のことあり、「日本テレビ通り全体」に関わるものではないことの確認をお願いします。秋葉原、日比

谷などのエリアマネジメント事業先行地区と二番町周辺はまったく事情・争点が異なります。

都市計画審議会が附帯決議で千代田区に要請している事項を、執行機関がその精神・背景を正しく理

解し、優先事項を確認し実効性ある実施をするよう、執行機関に強く求めるよう、陳情いたします。

以上

住民の分断の要因でもイ
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千代田区議会議長秋谷こうき様

存元●二番町地d討翻附帯沃議あ美行Kつぃて必央恬

千代田区民の声を届ける会は、 2024年10月2日、千代田区長宛てに、以下内容の要

望書を提出いたしました。

樋口高顕千代田区長におかれましては、二番町地区地区計画変更についての都市計画

審議会の附帯決議に従い、

陳情者

【樋口高顕千代田区長宛要望書提出者:千代田区民の声を届ける会】

陳情者居住所

住民の意見を取り入れる場を設定すること

話し合いの場は、地区計画変更に反対していた区民を排除しない「前向きな場」

とすること

建物の高さ80メートル、容積率700%は上限であることを念頭に、設計について

も日テレを含めてその場で話し合うこと

話し合いの場は公開で行い、適宜都市計画審議会と区議会に、区から状況報告

すること

2024年10月2日

の4点の実施を要望いたします。

千代田区議会としても、この区長宛の要望書の内容が実行され、都市計画審議会の附帯決

議に基づき近隣住民の合意が得られよう、進捗状況を適宜ご確認いただきたく、陳情いた

します。

以上

^

.) A

1 'ト'610.-2
ヂ今゛・

.」

以上

①
②
③
④



 

 

 

Ǳǔǘǂǽ≠╢  ū 39 

Ô ǡ Õǡ ǡÔ Ǚǡ ƿÕ 

Ǌ ƻǾ ǘǂǽǡ ȅ ǴǾ  

 

 

 

 

    ū 10 ŭ  

 

 

           Ŧ  



千代田区区議会議長

秋谷こうき殿

「全ての関係者が」話し合える場づくりの開催を求める陳情

「二番町地区地区計画の変更」の附帯決議の

令和6年3月26日、都市計画審議会では「二番町地区地区計画変更」が行われる場合、

区行政は「すべての関係者がこの問題に関し前向きに話し合える場づくりに協力するこ

と」という附帯決議事項が添えられました。その「話し合える場」には一部の関係者だ

けによるものではなく、誰も排除することなく開催されることを求めます。

2024年10月8日

理由は、以下の通りです。

令和5年6月以降、区議会環境まちづくり委員会で、二番町の再開発に関する継続審議

案件が 24件あります。そのうち「民意の把握、住民間の調整、住民・事業者の意見聴

取・意見募集・説明会や公聴会の開催」等を求める陳情が10件以上ありましたが、全

く進捗がありません。今回も「すべての関係者がこの問題に関し話し合える場」が開催

されないまま進むのではないかと不安に思っています。

附帯決議にある「前向きに話し合える場」は地区住民を二分するような事態を解消する、

地区内の融和に向けたものとなるべきです。「前向きに話し合える場」は参加者が選別

されることなく、特に近隣住民は誰でも参加できるものになるよう切にお願いいたしま

す。

陳情者:

住所:

連絡先

また、区議の皆様には時間と労力をおかけして大変恐縮でございますが、審議・決

議に当たっては会派で意見を取りまとめるのではなく、ーつーつの案件に対し、様々

な観点から慎重に議論を重ね採決して頂くことを望みます。

以上

千磁器会第8 ぢ

、ゞ父"全
'、f御'区議か会〆'
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千代田区議会議長秋谷こうき様

二番町計画の附帯決議に基づく適切な「前向きな話し合いの場」をお願いする陳情

令和 7年1月12日に、各方面のご尽力により、番町次世代シンポジウムが行われ

ましたが、募集時点でも、当日も区から「二番町再開発」そのものや邵付帯決議」

についての説明がなく、趣旨が不明確なまま実施されました。

二番町計画についての知識、正しい理解がない参加者に、番町という広い範囲に

「あったらいい」「こうなったらいい」のアイデアを聞くもので、それらの環境負荷

を考察することなしに、一部を二番町計画に取り込む趣旨の会でした。

また、住民の希望者が誰でも参加できるものではありませんでした。

これは「附帯決議」に沿った「前向きな話し合いの場」ではないと考えられます。

2025年2月6日

昨年12月の、誰でも参加できた千声会主催の区による説明会のアンケートでは、

「区の説明が不十分で再開発に納得できない」との数字が過半数を超えていました。

まず区が住民に「再開発の内容・附帯決議・現時点での環境調査等」について説明

した上で、区が地区の二分の原因となっている懸念事項を聞いたり、対応策を考える

場を設けることが分断の解消につながる「前向きな話し合いの場」になると考えられ

ます。

そうした場が何回でも持たれ、根気よく地区の融和を図る努力がなされることを、

議会から執行機関に要請下さるよう心からお願い申し上げます。

参考:千声会主催「区からの説明会」アンケート結果 収受
千酷ミ会第ノS2号
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千声会主催「区役所の二番町地区計画説明会」後のアンケート結果

4.二番町の変吏後地区計画について

.納得している

.していない/反対だ

■どちらでもない

■その他

5.二番町の地区計画変更は、事前に十分な説明が

あったと思う?

.はい、思、L、ます

.多少の説明はあった

.十分だったと思わない

13.0%

62.3%

どころか反対多数の状況がいまでも変わっていない、ということが浮き彫りになりました。

18.89島

5.896

6.伺地区計画変吏の決め方は、公正で透明性が

あったと思う?

■はい、思います

翁墨低限の公正さと透明性があった

■思えない/あまり思えない

豊その他

5.8%

27.5%

2024年12月17日、当会は今年7月に決定した二番町地区の新たな地区計画につき、千代田区役所の環境まち

づくり部をお招きし、説明会を開催しました。

説明会には周辺住民を中心に100名もの人々が出席し、

・二番町の日テレ本社跡地の新ビルの高さ制限を60mから80mに引き上げ、

・同ビルの容積率上限を470%から700%に増やし、

・同敷地内に2500平方メートルの広場を設置する、

等の内容からなる、同地区計画への関心の高さがうかがわれました。

説明会では、まず区役所による二番町地区計画の説明がなされ、続いて会場参加者からの質疑応答を行いました。

100名の参加者からの熱心な質問が途切れることはなく、質疑は 1時間半を超えて予定時刻を大幅に過ぎ、時間

切れで終了しました。

説明会後、参加者から回収したアンケート回答は69件と、出席者のほぼ7割という高い回答率。

66.フ%

4.3、も

18,8%

75.4%__

1.49令

・過半数の人が新たな地区計画に納得していないか、反対であり、

・大多数が地域住民(当会注※)への地区計画の説明は不十分で、公正さと透明性を欠くとの認識を持つこと

が分かりました。

(当会注※●同計画については、事前には地区住民への説明会はなく、二番町の地権者のみを対象に説明会があっただけでした)

2024年3月の千代田区都市計画審議会の附帯決議文にて指摘された

「地区住民を二分するような事態が長期にわたって継続」した状態の解決にはいまだ遠く、二分

L
、

.
゛
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【説明会後のアンケート結果概要】

・回答者のほとんど、 88%が地域住民だった。

・多くが地区計画については知っているが、初めて聞いた人が25%もいた。

・地区計画に納得している人はわずか 13%で、納得していない又は反対だという人はその約5倍の 62%(43

人)だった。

(番町地域在住者の回答56件に限っても、うち63%の35人が納得していない又は反対)

・同計画については、「説明が十分あった」との回答はわずか4%で、「説明不十分」が 3分の 2 (67%)と圧

倒的に多かった。

・二番町の地区計画変更の決め方については、「公正で透明性があった」はわずか 4%、「最低限の公正さと透

明性があった」が 19%、「公正で透明性があったとは思えない/あまり思えない」は75%と、大きなギャッ

プがあった。

・「地区計画は、周辺住民の要望がよく取り入れられていると思いますか?」に対して「いいえ」と回答した人

が 64%だった。

⇔りンク

8.日テレ再開発の懸念(全釣回答中、懸念ありと選択した数の率)

「12月17日区役所による二番町地区計画説明会後のアンケート結果」

日テレ通りや生活道路の交通量の増加

イベントによる騒音

ビル風

近隣のごみやたばこの吸い殻の増加

深夜のひとだまりが増える

違法駐車の増加

駅の混雑

緊急車両への障害

たき火イベントによる火災などの事故

バスの遅延

.

^

^

^

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%



、

(アンケート回答數=69)

質間

1.二番町とあなたの関係

2024年12月17日区役所による二番町地区計画説明会後のアンケート結果

選択肢

地域の住昆

2.どの地域にお住まいですか?

在勤者

在学者

無回答

二番町

3.今回の地区計画変更の内容

は?

回答比率

二番町以外の番町地域

麹町・九段南

8合.4%

回答数

上記以外の千代田区内

5.8%

4.決定した二番町の変更後地区

計画について

区外

0.0%

61

無回答

5.8%

知っていた

4

1合.8%

5.二番町の地区計画変吏につい

ては、事前に十分な説明があった

と思いますか?

今回初めて聞いた

0

62.3%

1.

無回答

4

二番町とあなたの関係

一鵠..・・_/煕
.在学者 0.0%

.無回答 5.8%

途●
今回の地区計画変更の内容は?

盟知っていた 72.5%

■今回初めて聞いた 24.6%ノ/ー'
高無回答 2.9肪

告
5.8%

66.79ら_ノノ

'., 1会
18.8切6

75.496

1.4%

4.3%

13

納得Lている

フ.2%

43

していない/反対だ

6.二番町の地区計画変吏の決め

方は、公正で透明性があったと思

いますか?

フ.2%

どちらでもない

3

0.0%

その他

5

7之5%

2.どの地域にお住まいですか?

.二番町

"二番町以外の番町地域

.麹町・九段南

.上記以外の千代田区内

.区外

はい、思います

5

24.6%

多少の説明はあった

0

29%

50

フ.地区計画は、周辺住民の要望

がよく取り入れられていると思い

ますか?

十分だったと思わない

130%

17

はい、思います

6乙3%

呈低限の公正さと透明性があっ

2

18.8%

思えない/あまり思えない

9

3.

5.8%

43

その他

5.8%

13

はい、思います

27.5%

多少は取り入れられた

4

66.フ%

4

どちらでもない

4.二番町の変更後地区計画について

"納得している 13.0%

"していない/反対だ 62.3%

"どちらでもない 18.8ψ0

.その他 5.8%

4.3%

19

8.日テレ再開発について、ご懸

念あれば、以下からお選びくださ

い。(複数選択可)

いいえ、そう思いません

18.8%

46

無回答

75.4%

41

パスの遅延

3

1.4%

13

日テレ通りや生活道路の交通量の増加

イベントによる騒音

ビル風

近隣のごみやたばこの吸い殻の増加

深夜のひとだまりが増える

違法駐車の増加

駅の混雑

緊急車両への障害

たき火イベントによる火災などの事故

バスの遅延

たき火イベントによる火災など

4.3%

5?

■はい、思います

.多少は取り入れられた

.どちらでもない

■いいえ、そう思いません

厘無回答

緊急車両への障害

5.二番町の地区計画変更は、事前に十分な説明が

あったと思う?

■はい、思います

"多少の説明はあった

"十分だったと思わない

20.3%

駅の混雑

1

10.1%

違法駐車の増加

3

45

63.8%

14

深夜のひとだまりが増える

1.4%

近隣のごみやたばこの吸い殻の

7

23.2%

44

ピル風

24.6%

6.同地区計画変更の決め方は、公正で透明性が

あったと思う?

■はい、思います

強墨低限の公正さと透明性があった

亜思えない/あまり思えない

巨その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70VO

イペントによる騒音

1

0

26.1%

16

日テレ通りや生活道路の交通量

U.9%

17

懸念はない

46.4%

18

50.フ%

31

55.1%

32

1.49ら

56.5%

35

59.4%

フ.地区計画は、周辺住民の要望がよく取り入れられてい

ると思う?

38

65.2%

8、日テレ再開発の懸念(全印回答中、懸念ありと選択した数の率)

作成:千代田区民の声を届ける会

39

会
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質間

4.決定した二番町の変更後地区計

画について

(その他欄に記入のコメント)

コメント5人

6.二番町の地区計画変更の決め方

は、公正で透明性があったと思いま

すか?(同上)

ユメント

とても良い案だと思う。

住民の意見を聞いてから行うべき

コメント2人

千声会主催二番町地区計画区役所説明会アンケートコメントー覧

地区計画の変更は決定事項なので変えられないことは認識している。しかしながら付帯決議で「700%、 80mより出来るだけ引き下げる努力」をしろと言ってぃ

る。区役所はそれに向けて努力すべきであると考える。「詳細決ってないので答えられない」ではなく詳細決定までに区役所は粘り強く努力すべきであり最終決定

の前に日テレ案を住民に示すと楙原課長が言明した事は評価に値する。

具体的にビルの中にどのような業者、組織が入るのかが気になる。公共性、文化性、 SDGを考慮して頂きたい

高度利用による商業ベースでの開発姿勢には、疑問を感じる。それによって失われてしまう環境・負の遺産となる危険について、十分な検討がされているのか?

(「思えない、又はあまりそうとは思えない」を選択の上でン情報公開が十分なされていないこともーつ

(高さ80mは知っていたが)容積率緩和が470%から700%とは知らなかった

・一社だけの士地の地区計画変更を、提案型として、区の再開発案として提出したもので、事業者と区が一体となっているため、区民寄りであるべき区が完全に事

業者寄りになっている。

・区画については都計審副座長から「詐欺的。区は訴えられたら支えきれない」という発言さえあった。議事録からははずされてぃるが、区民が知らないと思っ

て、なんでもありだった。

・2023年5月から7月の「専門家による検討会」に区と日テレが入っているのに、住民は入っていなかった。

「都市マスタープラン」からの逸脱が区によって押し切られた様子を見た。この経緯がわからない。

・住民から「広場の要望」など聞いたことがない。700%の容積率を確保するには2500市の広場が必要という逆算から出たものであることが都計審で明らかになっ

たが、区民はこうした経緯を知らされていない。

・2023年12月には、都計審委員から「議論が尽くされていない」との懸念が出たのに、区は「(勝手に載せると決めてしまった)意見書募集の区報掲載を取り消せ

ない」からと意見書募集に強引に進めた。

・90m案の時の意見書に在住者ではないと思われる賛成の意見書が数千通あったと記憶している。属性について明確にするよう陳情があり、 80m案ではだいぶ減っ

たようではあるが、大企業の動員が背後にあったように思えた。

・2024年には附帯決議もない上、三択という規定外の決をとるなど、審議会の進め方に不信感を覚えた。

6-1伺地区計画変更の決め方につい

てご意見などあれば、お書きくださ

い

コメント20人

市民社会と行政が、適切な力のバランスを持ち合うこと。また、公正な対話により、社会にとり最適な決定がなされることが大事です。そのために、かかる時間の

長さを厭わず、本件の議論・プロセスに、両者で取り組むべきです。

日テレの言いなりにしか思えない

初動が間違ってしまったプラン、即座に仕切り直して、住民を安心させてあげてもらいたいです。住環境を守ると言えるのは区の仕事、積極的に前に出てもらいた

区役所が住所の意見を殆んど聞かずに住民を代表しない一部区長を誘導して強引に決めて行ったという印象は否めない

自治体の住民と事業者間の融和に関して積極性が欠ける

住民が知らないことが一番の問題。町会長は地元の意見を必ずしも反映していないし、在勤者の意見は業者ばかりで問題外。

住民(商売人が中心の町内会ではなく)の意見が反映されていない。

説明会開催日:2024年12月17日

'鳳 '
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質問

6-1同地区計画変更の決め方につい

てご意見などあれば、お書きくださ

い

コメント20人

コメント

①計画の前提になってぃる、「広場機能の拡充」「快適な歩行空間」がどこからどのように出てきて、そして決まったのか、質疑を経ても不透明だった。この前提

を盾に、今の結論に導いてぃるようにも見えた。(個人的には、公園やバリアフリーはあまり興味なし、日テレ通り沿いに緑が増えるのであれぱ嬉しいです。)

②D、1地区について、もともとC地区だった場所が変わるって部分は、もっと丁寧に事前に説明があるべきと思った。今日の説明の中で、 C地区がどういう役割か、

どこからどこまでか、 A.B地区はどうか、という点は区民は詳しく知らないので、今日の説明を初めて聞いた区民にとっては、脈し打ち、と捉えられてもやむを得な

いと思、う。

千声会主催二番町地区計画区役所説明会アンケートコメントー覧

・日テレ沿道協議会が長く検討してきたと言うが、商業地域中心で、参加者が限定されていたもので協議されただけだった。これを検討経緯に含めるのはおかし

い。ある方がおっしゃっていたように、ここですべての住民を加えているべきだった。

・90mは道幅に対しておかしい、と言われた時が起点だと思うが、誰が考えてもおかしい案が区から出されたのは異常だったと思う。それまでの議論にかけた税金

を返してもらいたい。

・なぜ一社だけの再開発としたかわからない。一大企業だけの再開発だったら反論をおさえやすい。今もその圧力を感じるし、区が提出者になったことで、事業者

寄りである。この計画はおおもとからやり直すべきだと居、う。

・広場がほしい、という話は住民からは全く聞いたことがない。(会場質問者と同じ)

番町の庭と森を作り、イメージを植え付けて、利用者に広場があったらいいか、という誘導的な聞き方を何度もしていた。実際には超高層ビルの陰になり、今と

全く異なることは明示されていない。(東郷公園の閉鎖時で広場の希望の回答が誘発されたこともある。今は東郷公園のほうがはるかに子供が多い。)

・広場の広さも容積率700%に緩和するための逆算だったとのこと。

・者露十審では16条に入るのは早いのではないか、と言っていたのに区が意見を聞いてからでもなんとでもなる、と言ったり、三択という本来やってはいけないこと

を止められなかったり、区の責任は大きい。

総じて大変卑怯なやり方だったと思う。

6-1同地区計画変更の決め方につい

てご意見などあれば、お書きくださ

い

コメント20人

住民の意見を聞く場はあったが、それらの反映が無くて不思議だった、形式的なものだったのかなと区の姿勢を残念に思うようになりました。良い区だと思って住

むことにしたのですが。

区の説明は「必要な手続きに則っての協議の結果が現状である」との事ですが、やはり全体として「初めに結論ありきで、そこに向けて周到な計画の下で特例の許

可が進められてぃる」という感が否めず、多くの皆さんの不信感の源もその点ににあるように思えます。

このような大きな変更は関係住民に事前に十分に周知して地区の住民による意見交換後住民の希望として実施される仕組みが必要と思います。一企業提案のように

実施されるのは不自然です。

説明会開催日:2024年12月17日

2/8
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質問 コメント

日テレが、計画案を提示することを約した「沿道まちづくり協議会」に先立って、麹町出張所で開催したオープンハウス(2022年9月)で、区が、唐突に、広場が

少ないことを二番町地域課題に設定しました。その根拠は、「広場があるとよいと思、いますか?」に「いりません」と答える人は殆どいなかったとしただけで、広

場が課題とするデータを出せないことが明らかになりました。このように、日テレの要望にたどり着く為に、区は、事実と異なる説明や学識委員のコメントの部分

的抽出と繋ぎ合わせなどを重ねて、環境まちづくり委員会への説明を怠り、質問や再考要求を無視し続けて、 16条・17条手続きを強行し、辿り着いた都市計画審議

会でも、想定されていない3択採決、中身未定の付帯決議付賛成を無条件の賛成と併せて賛成多数として、次の都市計画審議会で、附帯決議を付されて、可決され

て、区長の諮問に答申した形になったものです。区が、日テレの採算確保の為の要求を叶えることに突き進んで決めた姿が丸見えになっています。手続きは進んで

いるが、このままにしてよいはずはありません。幾らかでも正す為にも、区が附帯決議で求められていることを、正しい意味で、区に実行してもらうことが肝要で

す。

6-1同地区計画変更の決め方につい

てご意見などあれば、お書きくださ

い

千声会主催二番町地区計画区役所説明会アンケートコメントー覧

コメント20人

日テレ側が町会長や議員と結託して計画を進めていると聞いています。

文教地域の静かな番町地区を守ろうという住民の意見を最優先すべきだと思、います。

最後の採決の直前に採決ルールの変更が急、に強行された印象が強い。区は当初より一民問企業(日テレ)に偏ったスタンスで公的機関として問題あり。区民の意見

要望より日テレの営利が重んじられた

振興会→委員会→協議会が内輪だけで(クローズで)報告もなく、同じ限られた委員で行われているのが問題。

・日テレの超高層化で昼間人口が大幅に増えるのに、「夜問人口が増加しているから再開発が必要」という理由が根本的にヲ馬兪理的。

・住宅地を中心とした面の問題なのに、交通結節点の市ケ谷駅を起点とする日テレ沿道という商業を中心とした、線での議論をする振興会や協議会で話し合ったの

が問違いの元だった。今後もこの地域と混ぜた議論をしないでほしい。

「駅からのバリアフリー」が実現するかのような誤解を区も日テレも与え続けた。実際にはホームから25段もの階段を上らなければならない。(なんと日テレの

担当者もこれを知らなかった)

住民には広場より駅のバリアフリーが課題である。間違った宣伝で、過大な期待を持たせて賛成票を集めたと言えるので、この決定は無効ではないか。

・スーパーなど生活利便性ばかり強調し、マイナス面がデータや視覚的に説明されないまま決定されたことに大変不満を感じる。

・日テレが「80mが認められないなら地下からのエレベーターを朝夜は一般に使わせない。地域貢献もしない。普通のビルを建てる」と、なかばおどしのようなこ

とを言って賛成を誘導した。区もそれをいさめることがなかった。

8.日テレ再開発について、ご懸念

あれば、以下からお選びください。

(複数選択可)(その他欄に記載さ

れたコメント)

確かに、協議・検討を数多く実施しているのだろうが、それでもまだ不安・疑問が残っているのであれば、協議が充分であったとは言えないのではないか。10回で

だめだったら100回、 100回でだめだったら1000回。時間をかけるべき。

「地区計画」決定の上に話しが進んでいる。住民置き去りだと思う。

なぜ広場の大きさが決まっているのか理解できない。

適切とは言えない都市計画法の適用により、行われる再開発の実績ぐーつでき、今後同様の事案が増える懸念。

繁華街化による番町の品格が損なわれること。

ビルの反射光、番町中央通りの交通量と安全

広場でのイベントはやめてもらいたい。

説明会開催日:2024年12月17日
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質間

8-1.具体的ご懸念:前の質間につ

き、具体的なご懸念があればお書き

ください。

コメント15人

コメント

賑わいと言う名の喧騒

区や都が地区計画への介入に非常に消極的な件

千声会主催二番町地区計画区役所説明会アンケートコメントー覧

区の提案で広場が2500市になったと聞いたが、全然地元の要望ではない。アンケートも属性をはっきりさせないと、業者が住民の顔をして意見を言うようなことに

なってしまうという疑念が払拭できないし、以前そういう事があったと聞いている。

現在の日本テレビ敷地内には公開されてぃるスペースが複数ありますが、そのスペースで夜にビジネスマンや外国人がお酒を飲んで騒いでいるのを何度も目撃しま

した。また、お酒を飲んだ後に、そのゴミを私のマンション敷地内に放り投け'られたことがありました。(犬の散歩中に実際に目撃。相手は酔っ払っていたので、

怖くて注意できませんでした。)また、休日に番町の森に遊びに来ている方の車の路上駐車も困ります。

反射光が極力ない設計、素材にしてください。

広場=公園というイメージが植え付けられてぃるが、性格があいまい。番町の森で毎週のようにイベントが行われ騒音、火気、ごみ、違法駐車などで迷惑をしてい

る。イベントは子供のため、などと言えぱなんでも地域貢献という理由がついてしまう。この地域では「静かに何もしないことが地域貢献」であることを事業者に

伝えていただきたい。

人口の増加により、番町の利点である「静證な住環境」が損なわれることはハッキリしているので、出来る限り既存の法規制の範囲内での建築計画として欲しい。

説明会開催日:2024年12月17日
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質間

8-1.具体的ご懸念:前の質間につ

き、具体的なご懸念があればお書き

ください。

コメント

コメント15人

●日テレ通りとその周辺生活道路(学園通り・文人通り・中央通り)の車道が狭いことが大きな地域課題です。都バスは停留所の通常の停車の間にも後続車の数珠つなぎで渋滞が

発生しています。11月27日の小石川マンション火災では、道が狭くて消防車が水が届く距離まで近づいて放水できず、強風に煽られた火災を鎮火するのに8時問近くかかりまし

た。番町も車道の狭さが類似の状況です。超高層のテナントビル建設による就業者の急増が引き起こすであろう車両交通量の増加は、危険性を増す深刻な懸念事項です。日テレ通

りと生活道路における車両交通量を、建物規模から単純に一通りの想定ではなく、日テレは制御できないテナント企業により増える昼間人口の数(例えぱ、 4500人から10,000.

或いは、12,000.人くらいまで)に即した車両の交通量を想定し、バス停周辺の渋滞悪化や、緊急車両の円滑な進入の確保状況の見通しを立てるなど、地に足を付けた影響検討を

行って欲しいと考えます。このような検討を以って、上限700%に対して余裕を持った容積率の設定を考えてもらえると有難いです。

●都バスのバス停での渋滞の問題の解消を図るには、かざぐるまに加えて、都バスの番町バス停留所も、交通広場に持ってゆくことが有効な解決策になります。地域課題の解決を

図りたい日テレにも、良い話ではないかと存じます。今まで真剣な検討を行ってこなかったとのコメントを頂きましたが、これからの取組みにつぃて、教えて頂きたく存じます。

●ビル風については、環境調査の結果が問題ないことを以って建設された多くの超高層ビルで、竣工後に酷い状態になってぃます。区内でもサクラテラスや紀尾井町ガーデンもそ

の例です。60mの日テレスタジオ棟周辺でもビル風で吹き飛は'されそうになったり転んでいる人を見かけます。「現在の一般的な調査方法で調査して大丈夫」との説明にとどま

らず、懸念が払しょくできるように、容積率・高さなどの建物設計に反映する対応策を実施してもらいたいです。また、設計の仕方による対策が不十分で、実際のビル風が酷い状

態になった場合は、日テレ自身が、挙げている、木を植えるなどの対策を行って頂く必要があります。ただ、有効な防風林にするには樹木を密集させて多数植える必要があり、地

域貢献の目玉にしている広場や歩道のスペースを狭めるという矛盾が生じてしまいます。ここでも、超高層ビルを建てて地域課題を解決するというストーリは破綻してぃます。

●このような環境影響の懸念を払しょくする方策として、 700%80mという上限値を余裕のある容積率・高さにして設計するように日テレを指導して頂きたくぉ願いします。

●そのように地に足の着いた検討・1宗議を行う為に、日テレがやっているという環境影響調査の結果は、日本テレピのサイト上など、一般区民が半りリ易いところのアップするなど

して、公表の実を挙げるように、日テレを指導頂きたくお願いします。見つからないのは、検索スキルの問題とのコメントを頂きました。区と日テレのそれぞれのアップされてぃ

るところにアクセスする手順を教えて頂きたくぉ願いします。

●現在の南側に建物のない番町の森の開催イペントが、超高層ビル北側の街区公園並みの広場でも、同様に開催されるかのような宣伝がなされてぃるように感じます。区の見解を

聞かせて欲しいと思います。もし、違うのであれぱ、現在のイベントを惑わすことがないような説明を行うよう、区から日本テレビに指導して欲しいと思、います。もし、そうだと

言われるのであれぱ、変えて欲しいと強く思います。街区公園で250on;に空地が必要と言い続けられています。番町の街区内の住民が遊ぶ公園に相応しく、番町で行う必然性の

ないイベントを開催する場所ではないと考えられます。また、11月2日3日に開催された「番町たき火まつり」は、何箇所ものたき火から煙が幾筋もあがり、煙の臭いが立ち込め

ました。事前に許可している消防署も心酉引こなったようで出動し、炎の高さを抑えるように指導していました。近隣では、多くの住民が、不安を感じました。水道施設もない、今

の「番町の森」では、ますます危険です。たき火は、火災の二番目に多い原因です。千代田区が後援、日テレが協力しているとのことですが、それぞれどぅ考えてぃるのか、見解

を知りたいと思、います。

千声会主催二番町地区計画区役所説明会アンケートコメントー覧

片側一車線しかない狭い日テレ通りに、イベントも予定する目的の再開発は、災害時の避難、救急対応が滞ることが予想されとても危険です。

区政の腐敗。特定企業(日テレ)の優遇、癒着

街が「はんか街」になるのが問題という意見に賛成です。

単に80mでなく、一社の思うままに街が変わってしまうのが問題ですね。

、

・スタジオ棟もビル風は大丈夫だとの試算に基づいて建てたのだろうが、じっさいはビル風がひどく危険であるという声が多い。まずここの改善策をとってほし

い。 80mの高さのものを造れぱもっとひどくなり、ひどい箇所も増えるのは明らかである。

、

上記の事項も大いに心晒Eされるが、短期的な事業利潤、事業効率でなく、長期的な街の未来・環境への配慮を重要視しなけれぱ、いつまでたっても開発の連続・連

鎖から抜け出せなくなるだろう。

゛

近隣の静かさが失われ、住みにくくなる。

説明会開催日:2024年12月17日
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質間

9.区に、本日の説明では聞き足り

なかったこと、追加のご質間やご要

望があればお書きください。

コメント10人

コメント

・日テレ通りを含め街としての総合的なプランがなく今後この地域がどぅなるのか不安

・セブンイレブンの所での弁当販売(屋)等があるなど交通に関しての整理が必要

千声会主催二番町地区計画区役所説明会アンケートコメントー覧

エリアマネジメントを営利企業である日テレ主体でやることを初めて知った。それであるならやめるべき

何一つ、キチンと明確な答えがもらえていない。

本日の住民からの質問に対して、区の担当者の回答は歯切れが悪く、また納得できるような回答はほとんどありませんでした。本日の質問に対する明確な回答をお

願いしたい。また、これまでの審議会や協議会が誤った判断をしていれば、正直に認めていただきたい。

6-1の①で記載した内容にっいては、ちゃんとした経緯があると思うので、どこかで回答して欲しいです。万がーなけれぱ、なぜそうなったか、批判を受けても開示

すべきです。

①区は「意見は個々に聞く」と言うが、皆で話し合う中で情報交換ができる。附帯決議の「関係者すべて」の「融和を図る」ことが区に課せられていることが理解

されていないように思った。

②附帯決議付き決議の後、区が何をしてきたか不明。

③今後の予定についても説明がなかったと思う。

④「次世代シンポジウム」が前向きな話し合いの場とは到底言えない。

「懸念にっいても言ってぃただけれぱ'」と小さな声で言っていたが、「アイデア出し」より、「懸念を聞き、解消する会」が先であろう。

⑤事業者とは密に連絡をとっていると聞く。住民とも密に接する必要がある。

⑥「環境負荷調査」にっいて、区や日テレのHPからは探せない。「検索すれぱいいだろう」という回答は不誠実。検索したサイトが偽でないとも限らない。正式に

どこから入るのか、また説明会には内容を持ってきてほしい。

⑦計画決定の経緯について住民に知られていないことがわかった。 6の決め方のところで書いたように、非常に問題があったことを周知しなけれぱいけないと思

う。区は「決まったことだから」と言うが、決まるまでのことが附帯決議に影響していることも知られなければいけない。

⑧都計審の委員長が都計審で「この話はずっと続く。区が努力しないと双方にとって不幸な結果に終わると思う。」と言われたと思う。これほど重いことを言われ

てぃるのに、日テレのイメージ戦略を独り歩きさせて、区は責任がとれるのか、どぅとるのか。

よって、本日のような会の再度の開催を望みます。

日テレ通りまちづくり委員会の案を基に進めたとの主張でしたが、町会は住民を反映していなかったことは明らかなのに、動き出した自分達の姿勢を押し通された

ことが、話し合いの場を重ねるにっれ分かり残念です。住民構成についてや町会長の集まりが町会会員の意見を反映していなかったことの認識はお持ちではないと

いうことでしょうか?

説明会開催日:2024年12月17日
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質間

9.区に、本日の説明では聞き足り

なかったこと、追加のご質問やご要

望があればお書きください。

コメント10人

コメント

1.附帯決議で区に求められていること、特に、「(2)地区計画の決定事項である高さや容積率はそれぞれ上限を定めたものであり、事業者が地区の要望を受け

止めて上限に対してゆとりを持った計画内容とすることを妨げるものではないので、今後の建築物の設計段階においてその可能性につぃて事業者と十分に協議する

こと。」を、有効に進める方法として、環境影響を、例えぱ、増える就業者数を設定して交通量(人・自動車の数)の増加見通しをたて、道路混雑の解消や緊急車

両進入確保の為に必要なことを設計に織り込むことを、その順番で行うことが、現実的と考えられますが、区は、どう考えるのか?別の有効な進め方を考えてぃる

のであれぱ、教えて欲しい。

2.同じく、附帯決議で区が切望されている、「全ての関係者がこの問題に関し前向きに話し合える場づくりに協力すること」に全うに取り組んでもらいたい。番

町次世代シンポジウムは、「参加者は、区が応募者から限られた人数選定して決めること」「区の意に沿わない発言者は排除されること」等から、あって欲しくな

いものを聴く余地を設けていないと考えられ、ル也区住民を二分するような事態」が継続しないようにする方向に向かったものではない。12月17日の説明会で出さ

れた多くの区民の意見を聞き、来られた職員力斗寺ち帰って、来られなかった職員と共有した上で、区は、附帯決議で切望されてぃることに対する対応策とスケ

ジュールを教えて欲しい。

千声会主催二番町地区計画区役所説明会アンケートコメントー覧

10.上記以外に、ご意見などありま

したら自由にお書きください。(任

ー)

再開発と災害時の避難、救急対応はどのように対応する計画ですか?

「エリマネ施設」は今回の再開発の条件なのに、区の担当者は「なんだかわからない」との回答で驚いた。区内の他のエリマネ団体には区の職員が天下ってぃる

ことがわかり、けっこう大変な問題なのではないかと思った。区職員の「あて職」、区議会議員の「個所付け」といシ慣習はやめたほうがよい。

・環境負荷調査についてのデータを持参せず、「検索すれば出るだろう」というのは区の姿勢としていかがかと思う。検索にかかるのが正確なものとは限らない。

・今後の予定についての質問が多かったが、答えられていなかったように思う。

コメント14人

日本テレビが具体的な建設計画が出たら、千代田区役所が日本テレビの担当者と、住民に対して説明会を開くのは当然のことと思、う。

付帯決議(高さ)の部分の解決はどうなったのか、又、区としての努力はどのようなものか、説明すべき→説明してほしい

活動の中心に携わる方のご尽力に感謝致します。

初動から間違えていた。固執したため地域が荒れた。ここからはこれ以上、荒らさないように千代田区がより良い調整をはかって欲しい。

今回意見を聞く機会を作って頂いたことに感謝します

計画の尿終的な作成に向けて、現在都計審の審査が終わり、現在日本テレビに計画作成のボールが渡ってぃる状況だと思うが、日本テレビと行政の情報共有や連携

が不十分だと感じた。行政の積極的な介入と情報提供をお願いしたい。

何度も今回のような説明会を開き、地元住民の意見を聞くべき。

説明会開催日:2024年12月17日
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質間 コメント

意見:地区計画に反対

理由:区や日本テレビは、二番町に2500平方メートルの広場を作る見返りに、建物の床面積の増床と高さ制限の80mへの緩和が必要と主張されておりますが、そも

そも広場は必要ありません。現在の日本テレビ敷地内には公開されているスペースが複数ありますが、そのスペースで夜にビジネスマンや外国人がお酒を飲んで騒

いでぃるのを何度も目撃しました。また、お酒を飲んだ後に、そのゴミを私のマンション敷地内に放り投げられたことがありました。(犬の散歩中に実際に目撃。

相手は酔っ払っていたので、怖くて注意できませんでした。)また、休日に番町の森に遊びに来ている方の車の路上駐車も困ります。番町の森で色々イベントを実

施して、イベントに参加した方に「イベントができる広場があると良い」というようなアンケート結果を根拠のーつとして、広場の必要性を糎っているのかもしれ

ませんが、そもそもイベントに参加Lた方はイベントに対してネガティブな意見を持っ方は少なく、広場があることで損害を被っている我々のような者の意見は無

視されております。静かで落ち着きのある番町が好きで、一生懸命に働いて今の二番町の家を購入しました。広場は必要ありません。災害時も基本的に自宅避難の

エリアですし、一時的な避難場所としての機能を持つ小規模な広場で十分であり、二番町に2500平方メートルの広場は不要です。

10.上記以外に、ご意見などありま

したら自由にお書きください。(任

意)

千声会主催二番町地区計画区役所説明会アンケートコメントー覧

コメント14人

千代田区民の声を届ける会のみなさま、説明会の開催、大変ありがとうございました!

千代田区役所のみなさまもご説明とご対応ありがとうございました。前任の情報など全て把握されてないようにも見受けられました。大変だと思いますが、これか

らでもりカバリーできる部分はあると思います。特に区民との適切なコミュニケーションについては頑張っていただきたいです。

・区但呪よ質問に正面から答えていないことが多かった。いつも一方向で考えているからか。

・区は「まちなみを守る会」と何度も協議をしたとどこかで読んだが、「守る会」は住民代表ではないし、公開もされていない。それ自体は意義はあったかもしれ

ないが、区は住民と話したと勘違いをしているように思う。

特に附帯決議以後は「すべての関係者」が関われることが必要なことを、区には再確認してほしく思います。

経済効果第一ではなくて、末来に住み続けたい区、質の高い生活を保証する区を目指してほしいと思、います。

この計画は建前上正当な手順で進められてきているようです。区の担当者レベルに意見や不満をぶっけても担当者は何の権限もなく聞くだけで何の変化も起こりま

せん。具体的にどのような方法をとれは'この計画を変更等出来るかを探してみることではないでしょうか。例えぱ次の選挙で区長をこの計画に反対する人物をたて

る、区議会議員選挙時に計画に反対かどぅかを選別する、マスコミに訴える(最近はユーチューバーのほうが利くかな?)番町地区の住民の署名を集める(番町地

区だけならそれほどの人数にはならないのでは)この手のことに詳しい方法を知っている人物、組織などを探す、その他。

住民に集まってぃただくのであれぱ実効性のある方法を募集したり、検討する会のほうが有効ではと思います。何もできないならそれも答えです。

エリアマネジメントにっいては、 17日の区の説明は、「区は金を出さない。」「日テレが金を出すかもしれない。」「日テレからは何も発案がなく、未だ、話して

いない。」「日テレを含めて皆さんが立ち上げるものだ。」「広場は地区施設となり、区が日テレと協定を締結し、協定を通じて、ある程度は区が管理することは

できる。」「今の番町の森は、私有地なので、区として特段に何か指導したりすることはできない。」などの発言があったが、住民の二ーズの即した運営となるよ

うに、我々としては、有効な打ち手を考える必要があると感じました。

区の説明を聞いても、区の公平性・公正性は感じられなく、区民としてとても残念

①エリマネの出資者は日テレである

②振興会の段階から日テレが入っていた

③なんとなく広場がほしい、エレベーターがほしい、だから高層化だと決まったということがわかった。

スタジオ棟を建てる計画の時からすでに開発を考えていたと思われる→スタジオ棟を建てる前の計画時から説明すべきであったのではないか。

説明会開催日:2024年12月17日

8/8
イ '
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千代田区議会議長秋谷こうき様

令和6年3月26日開催の令和5年度第6回都市計画審議会では千代田区当局に対し

「意見の対立により地区住民を二分するような事態が長期にわたって継続している」の

で「地区内の融和に向けて事業者・関係住民・関係機関などとともに真撃な努力を重

ねること。」という附帯決議をつけて結審しました。

約 10力月経過し、本年の 1月12日に「番町次世代シンポジウム」が開催されました。
私は出席できませんでしたので、私も是非話し合いの場を作って頂きたいです。話し合
いの場を作って頂くにあたり以下のことを望みます。

二番町地区再開発に関する話し合いの

陳情書

1 二番町地区再開発についての話し合いの場をいつ、誰が、どこで開催するのかとい

う手順・手続きを明確にして、住民に広く周知し、合意を得られるまで話し合いを

2

重ねて下さい。

シンポジウムは一般的に公開討論会や研究発表会と訳され、「複数の専門家が特定

のテーマについて、それぞれの視点から発表や議論を行い、参加者と質疑応答を行

うイベント」だそうです。みんなで情報を共有することが大切です。また人口減少

化社会に向けた都市づくりも考えなけれぱなりません。専門家を招いた公開の場で

「= こ係る陳情

2025年2月13日

3.区のホームページにあった今回のシンボジウム募集のキャッチフレーズは、「二番

町地区(日本テレビ跡地)の整備に関連して、番町地域を魅力ある楽しいまちにし

ていくために」でした。この件について2点申し上げます。

①住民意見が二分する論点のーつは「にぎゃかさ」です。「楽しい」は時に「にぎゃ

かさ」「喧曝」に通じます。次回は是非、「魅力ある落ち着いたまち」あるいは

の開催を望みます。

「教育と文化が香るまち」などの文言を使ってシンボジウムや話し合いの場の参加

者募集と開催を望みます。

また、幼稚園、保育園、小学校、中学校が多い番町地区に不特定多数の人口が増え

ることに安全性の面で不安を感じます。安全性だけでなく、緊急車両の進入障害、

環境調査の妥当性、問題解決策の検討など、超高層ビルが建ってからでは解決が難

しい懸念事項が多々あります。これらの懸念事項の対策を考えることも住民の融和

に繋がると思います。

②「二番町地区の整備に関連して」ですが、昨年12月千声会主催の二番町再開発に

関する説明会で区の担当者は「(シンボジウムは)二番町のことだけを話し合う場

ではない」と発言されました。一方1月24日の環境まちづくり委員会の議事録(未

定稿)では、「頂いたご意見、アイデア等を踏まえて、区は与件整理をしてまいり

ます」と記載されています。与件整理をするための大変重要なシンボジウムである

4
という認識を事前に参加者にどのように周知したのか確認して下さい。亀
与件整理、基本計画作成など今後のタイムスケジュールを公開して下さい。卸1函N》号
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千代田区議会議長秋谷こうき様

1)2023年までに日本テレビから提示されていた様々な資料は、大変美しく夢があるように描

かれていますが、木々の緑の量、日差し、子供を描くことによって広場が広く見える感じなど、事

実と異なる錯覚を起こさせると思われるような表記もありました。住民と事業者のイメージがか

け離れているので、その整合性を求めるのに時間とエネルギーが必要です。それよりは住民目

陳情書
二番町地区再開発に関する陳情

線での

配布資料、では、四番町にある番町の庭利用者アンケートで回答者の「90%が青空空地を求

めている」という文言があります。利用者や幼稚園・保育園関係者が青空空地を求めることはー

般論としては理解できます。しかし、具体論として二番町再開発に当てはめると、「高層ビルの

北側あるいは高層ビルに挟まれた空間で、ビル風が吹き下ろす広場でもあった方がよいか」と

次の段階の質問もしなけれぱ、真に住民や利用者の要望を聞いたことにはならないのではない

でしょうか。アンケート調査などを実施する場合は、表面的ではなく、住民や利用者の真意をと

゛

らえられるような段階的に踏み込んだ意向調査をして下さることを希望致します。

、2022年12月8日都市計画審議会配布資料1-2 都市計画提案の概要 P28 φ~優)の

2)日テレは二番町D地区に賃貸オフィスビルを建設することにより、鉄筋コ'クリート建築

址■畍肝貼師締吐誠和續噂、所岫幽六蝿肝匪肺誇咽

陳情者

住所

話

資料、P33 ~36参照)と採算のバランスが取れているのか住民が納得できるよう'算の数

2025年5月21日

、

字を示して説明して頂きたいです。行政はあくまでも中立・公平に住民が何を得、その対価と

、

して何を失うのか事実のみを伝えて頂きたいです。

①地下鉄改札階B1から地上出口 F1へのエスカレーター(上下、計2台)

番町方面のホーム階B2からB1へのエスカレーターは不明。

②改札階B1から地上出口F1へのエレベーター 1台

③地下鉄通路拡幅

④歩道状空地

⑤地域交通広場整備

⑥番町中央通一部拡幅整備

⑦広場・緑地・交流拠点等の整備
⑧エリアマネジメント・防災機能

、^ 、ニ

3)今後、千代田区で行われる開発事業において住民が過大に期待するような「地域貢献」と

です。

いう言葉を行政は使わないで頂きたいです。その事業が「貢献」であるかどうかは、地元の住民

が決めることではないでしょうか。行政は開発事業を中立・公平に評価し、そのメリットだけでは

なく、デメリットも事実として住民にきちんと説明して頂きたいです。

また区議会には、その説明が正しく行われているのかをチェックすることを望みます。

4)エリアマネジメントの活動内容が不明です。エリアマネジメント棟だけ低層の施設にする理

由も不明です。この施設の建設費や使用料は誰が、どのような形で負担するのか疑問に思い

ます。イ 報をクリアに公開して下さい。

'● 1:"予、

千区議会第 27 号"

フ.5,21 1

'チ御、 1-<゛゛..,・
_".二r=,、.1

以上
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千代田区議会議長秋谷こうき様

都計審の附帯決議に基づく適切な「前向きに話し合える場」つくりに関する陳情

都市計画審議会(以下、陪陌十審」といいます。)は、「二番町地区地区計画の変更」ヘ

の答申に関する決議(以下、「附帯決議」)といいます。)において、「二番町地区計画の

変更に当たっては、意見の対立により地区住民を二分するような事態が長期間にわたって継

続」していることに懸念を示し、千代田区当局に対し地区の融和を図るため4つの事項の実

施を要請し、併せて「全ての関係者がこの問題に関し前向きに話し合える場づくりに協力す

ることを切望します」としました。

4'》"4加区識゛/"
陳情者氏名

陳情者居住所

千代田区民の声を届ける会(以下、「千声会」といいます。)は、地区住民を二分するよ

うな対立状態が継続し深まってゆくことがないように、昨年12月に誰でも参加できる千声会

主催の区による説明会を実施しました。参加者からのアンケートでは「区の説明が不十分で

再開発に納得できない」との意見が多く出ていました。

令和 7年1月12日には、各方面のご尽力により、番町次世代シンポジウムが行われました

が、番町全体のまちづくりに関する希望を聞くもので、「二番町再開発」や「附帯決議」に

ついての説明はなく、参加者も限定されていることから、附帯決議が求める「前向きに話し

合える場」ではありませんでした。

(連絡先

2025年5月23日

二番町地区の融和を図るためには、都計審の附帯決議に基づく適切な f前向きに話し合え

る場」を早急につくることが必要です。そして、地区の融和を図るために「前向きに話し合

える場」では、下記の事項が必要不可欠です。

(記)

①「事業の具体化」(附帯決議の要請事項(D )に当たって地区内の融和に向かうよう

に、地区住民のだれでもが参加できる場であること。

②「事業者が地区の要望を受け止めて上限に対してゆとりを持った計画内容とすること」

(附帯決議の要請事項(2))につながる「地区の要望」を出し合える場であること。

③「前向きに話し合える場」での住民の意見を踏まえて「与件整理」が行われること。



④住民が「事業の具体化」及び「建築物の設計段階」を理解し、意見が述べられるよう

に、事業者が複数の案についてそれぞれ模型を作成し、メリット・デメリットをわかり

やすく説明する場であること。

⑤地区の融和を図るために必要な回数を継続して実施すること。

⑥「前向きに話し合える場」の議事録を公表し、参加できなかった住民からの意見も積極

的に募ること。

都計審の附帯決議に基づく適切な「前向きに話し合える場」づくりが早急に行われるように住

民を代表する議会から執行機関に要請していただけますよう心からお願い申し上げます。

参考:千声会主催「区からの説明会」アンケート結果



(アンケート回答数=69)

質間

1,二番町とあなたの関係

2024年12月17日区役所による二番町地区計画説明会後のアンケート結果

選択肢

地域の住民

2.ビの地域に令住まいです古、?

在勤者

在学者

無回答

二番町

3,今回の地区計画変更の内宴

は?

回筈比本

二書町以外の番町地域

麹町・九段南

88.4%

回答數

上記以外の千代田区内

4.塗定Lた二番町の壷硬後地区

計画について

5.且%

区外

0.0%

61

無回答

5.8%

知0ていた

4

18.8%

5.二番町の地区計画変更に?い

て1=、事前に+分な説明があ0た

と思いますか?

今回初めて聞いた

0

62.3%

1.二番町とあなたの関係

.地域の住民 88.41ι

.在動者
^

5.846_ノノ

.在学者 0.0弓6

.無回答 5.8凡6

無回筈

ι

4.3%

13

勧楊Lてぃる

フユ%

4ヨ

していない/反対だ

6.二雪町の地区計画査吏の湊め

方は、公正で透明性があったと思

いますか?

フ.2%

どちらでもない

3

00%

その他

5

7乞5%

2.どの地域にお住まいですか?

.二番町

.旦番町以外の番町地域

.翹町・九段南

.上記以外の千代田区内

.区外

はい、思いまオ

5

24.6%

多少の説明はあった

0

29%

・,,・,・'・・、熊

11●
・・告

.
5.84喜

66.796 、/

、., 1会
18.B町ら

75.4,h_、

14咲

会
_,、"、匂""ー,ー",

フ.堆区計画は、馬辺住民の萎望

がよく取りスれられていると思い

ますか?

50

十分だうたと思わない

13.0%

17

はV、思います

62,3%

是低限の公正さと透明性があっ

2

18.B%

思え壯い/高まり恩えない

9

3.今回の地区計画変更の内容は?

翌知0ていた フ?.5%

.今回初めて聞いた 246払

2,9、6.無回答

5.8%

聡

モの他

5.8%

捻

はい、思いま,

27.5%

多少は取り入れられた

4

66,フ%

4

どちらでもない

4.二番町の変更後地区計画について

.納得している 13.0"6

"していない/反対だ 623怖

■ビちらでもない 18.8M

"その他 5,B9●

43%

邑.日テレ再鬨髭について、ご悲

念劫れば、以下からお選び(ださ

い。(檀数透択可)

19

いいえ、モう思いません

18.8%

46

無回笛

75.4%

バスの遅延

3

1.4%

Ⅱ

たき火'ベントによる火坐など

43%

馳

繁急車両への障害

5.二番町の地巨計画変重は、事前に十分な説明が

あ0たと思う?

.はい、思います

.多少の説明はあった

.十分だったと思わない

20.3%

駅の混雑

0% 10,6 ?0% 30、6 40% 50% 60鴨 70%

1

10,1%

違法駐車の増加

3

63,8%

14

深夜のひとだまりが増える

1.4%

近隣のごみやたぱこの吸い殻の

7

23.2%

44

ビル風

24.6弧

6.同地区計画変壷の決め方は、公正で透明性が

あったと思5 ?

■はい、思います

"豊低限の公正さと遭明性があった

.思えない/あまり思えない

.その他

1

イペントによる騒音

26.1%

16

日テレ通りゃ生活道路の交通量

44.9%

17

懸念はない

46.4%

18

50,フ%

31

55.1%

32

56.5%

飾

59.4%

了

38

65.2%

作成;千代田区民の声を届ける会

8,日テレ再開発の懸念(全冊回答中、艇念ありと選択した数の率】

地区計画は、周辺住民の要望がよく取り入れられてい

ると思う?

39

41

日テレ通りや生活道路の交通量の増加

イベントによる謡音

ピル風

近隣のごみやたばこの吸い殻の増加

深夜のひとだまりが増える

違法駐童の堆加

駅の混雑

緊急車両への障害

たき火イペントによる火災などの事故

バスの遅延

45

■はい、思います

埋多少は取り入れられた

.どちらでもない

匿いいえ、モう思いません

"無回答

0

43孔

20.3@6

10.19●

63.89も

1,4"6
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千代田区議会議長秋谷こうき様

住民の意見、質問に対して、十分な回答がないままに計画が進み、住民の発言の場は単なるガス抜きの

ような印象です。

令和6年2門8日に開かれました都市計画審議会の議事録、にある専門委員のご発言に対しても、時問

的な制約があるにせよ、大切なことなので住民が安心するような説明や回答を求めます。

*令和5年度第5回千代田区都市計画審議会議事録(令和6年2月8日開催)

ht中S://W四.ciw'.chiyode.18.jp/docum即ts/31056/8ijiroku・kakutelko.pdf

都市計画審議会の議事録内で気になる内容をぺージ・行、記載内容、千代田区への要望につぃて表形式

で記載いたします。

二番町日テレ跡地再開発における安全・安心等に関する丁寧な説明を求める陳情

令和-7年10月7日

氏名

住所

頁

行数

① P20

上4行

電話

都の運用基準にのっとった算定の仕方で行

くと、700%が妥当であろうと、今回の番町

まちづくりに対して 700%が妥当であると

言ったのではない。

記載内容

② P20

下5行

広場の実際の環境的評価が担保されている

か・・・空聞的評価で言ったならぱ、前より

も閉塞感が増して、圧迫感が増して、決して

良いアイデアに改善されたとは言えな

い・・・精査する余地・・・700%が ...

一人歩き

Pユ/

上/イ丁

③ P22

上3行

700%の根拠を示していただきたい。 700%が

妥当となるエリアの例、番町エリアが妥当では

ない理由などもお聞かせ下さい。素人考えです

が、道路幅、人口数、文教地区などが考えられ

ると思いますが、そのほかの懸念材料も教えて

下さい。

街区公園相当の広場を作るから 700%とい

(下10行) 1000平米以下うロジック ...

の街区公園がいっぱいある・・

千代田区への要望

④ P25 沿道まちづくりゃ商業の賑わいは大事・

この意見を受けて、何か検討がなされたのでし

よう力、?

容積率も含め地域にとって負担のない憩いの

公園を作ってほしいです。イベント開催や集客

を目的とした公園はいりません。喧曝を伴う公

園ではないことを^して頂けますか。

議論する機会を是非作ってください。

^"β、ー'ー・'・'・"、、
,冒'^.「,.、冒^^^..^.冒■」

'1Yンナ〆゛'

ー'、'、"、、▲、ー,

"' J

叫^

""゛エ" 1

^

■^



上4行 後ろに控えている住居系複合市街地の住民

にとって、住環境の向上に資する計画、デザ

イソ、マネジメントを・・もう少し議論して

いくべき

⑤ P25

上8行

この議論が20年後、 30年後にどういう再

開発であるべきかがあまり議論されてきて

いない

⑥ P25

上10行

セ、ロカーポγシティやレジリエンスの都市

を議論している中で・・・防災・・とか、自立可

能エネルギーをどうするかとか、災害時に

地域に対してエネルギーを供給できるよう

な形を作るとか、そういった次世代を見据

えた議論が恢とんどされていない

⑦ P30

下12行

現行の計画は目先の採算、1社だけの利益だけ

を追っている感じがします。長期的な展望がな

く、魅力を感じません。日本の、東京の、千代

田区の今後の人口動態、就労形態と千代田区に

おける今後の開発に関する方針をお聞きかせ

下さい。

人々の安全、そして子供たちの未来・・・を

考えると、・・・7万弱の人口に対して 85万

人が訪れて、もっと多くの人たちがこの町

に集う、・・・

⑧ P31

下巧行

一般住民とは異なる専門的お立場からの貴重

なご意見です。このようなご意見を拾い上げて

きちんと検討していただきたいです。現時点で

の区の見解をお聞かせ下さい。

二番町地区は中層・中高層の住宅系の複合

市街地及び文教地区・・・

⑨ P47

上Ⅱ行

基本計画とは・・都市計画マスタープラ

どう読んでも、ここは住宅の閑静ン・ ..

なところ・・・。基本計画を作るのであれ

ぱ・・・基本構想ぐらいは行政が整理しな

くては・ ..

数値の根拠について知りたいです。また、まっ

たく想像がつかないので、この人数が町にいる

映像(絵)を見て視覚的に確認してみたいです。

日テレから示される空地や歩道の絵は子供が

多く描かれていますが、大人が多い商業地区と

しての絵を見せて下さい。

⑩ P67

上2行

...

よりょい町づくりのために、開発賛成派と反対派が歩み寄らなけれぱならいので、利害関係のない専

門的な立場のご意見をお聞きしたいです。よろしくぉ願い致します。

高さの制限に比較して、・・・質として

(容積の)議論が足りなかった ...

建てるのなら、徹底的に議論してよいものを建

てていただきたいです。

都市マス、地区別方針の中に「文教地区」が加

えられたことを、開発にかかわる関係者全員が

共通認識として意識しなければならないと思

います。「文教地区」に対してどのような配慮

をされていますか。

0

番町の将来像について、住宅地や文教地区と考

えているのか、あるいは商業地区と考えている

のかお聞かせ下さい。

以上



1 閉催年月日

令和6年2月8日(木)

千代田区役所8階

出麻状況

委員定数20名中出席20名

出席委員<学識経験者>

【会長】岸井隆幸

柳沢厚

加藤孝明

木島千嘉

友奈々

村木美貴

<区議会議員>

岩佐りょう子

小枝すみ子

桜井ただし

林則行

はやお恭
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<区民>

石垣曜子

中原秀人
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細木博己

諸 亨

山田ちひろ
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佐藤睦
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令和5年度第5回千代田区都市計画審議会議事録

く確定チ勵

午後3時00分~午後6時56分

区議会第1・第2委員会室

(一財)計量計画研究所代表理事

都市計画家

東京大学生産技術研究所教授
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千葉火学大学院教授
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総務課長

まちづくり担当部長

:菊池交通課長)

稻村予防課長)



関係部署

二番町地区地区計画の変更

2

く確定チ勵

裕

佳弘

環境まちづくり部環境政策課長

環境まちづくり部ゼロカーボン推進担当課長

環境まちづくり部道路公園課長

環境まちづくり部基盤整備計画担当課長

環境まちづくり部建築指導課長

千代田清掃事務所長事務取扱環境まちづくり部参事(連絡調整担

当)

環境まぢづくり部住宅課長
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庶務
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8 1人

4 議事の内容

議案
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議案-1 東京都市計画地区計画

前田美知太郎

5 その他
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算入するほうが妥当なのではなかろうかとか、ここはここまでを空地として認めるのは甘過ぎるのではなか

ろうかとか、まず幾つか指摘をさせていただきました。その時点では私の個人的な意見だ0たので、それを

前提に第1回専門家会議のときに、ほかの先生のビ意見も仰いでいただく場を持ったと。そのときに、その

結果として、都の運用基準にのっとった算定の仕方でいくと、 700パーセントが妥当であろうと、今回の

町まちづくりの計画に対して700パーセントが妥当であると言ったのではなくて、最初に運用基準に

のっとって算定すると確かに700パーセントになりますというのが第一弾にあったはずで司、。それで、こ

の専門家会議のときだけではなくて、都市計画審議会の場でも、これもあくまでも学経委員全員の話ではな

くて私の個人的な意見ですが、都の運用基準にのっとるだけではなくて、それはあくまでもよりどころでは

あるけれども、それを上回ったり下回ったりするところは区に判断基準が委ねられているのではなかろうか

と。それで、このエリアについては、私個人の意見としては、少なくともそれをもうちょっと抑えたほうが

く確定ネ勵

望ましいのではないだろうかとの意見も申し上げながら、専門家会議の中でも、上限としてというか、取り

あえずよりどころとしての算定基準としては今の計画は約700パーセントになりますというところだ0た

はずです。それが何となくいつの間にか運用基準のチェックをした700ではなくて、との計画は700

パーセントが妥当であるとすり替えられている気がして、そこについては正直フェアではないとの気持ちを

持って船りました。

700パーセントのよりどころになっている事業者さんの利益はもちろん、今回の計画の地域貢献として

の部分は、当然、要望もあるし、全部果たされるべき対象だと居、0ています。けれどもその対価として、総

合設計をしたときに対して3割増しとか2万平米増しが妥当かどうか、 700パーセントを認めるのが妥当

かどうかについては根拠は私たちにもきちんとは示されていないという認識で私個人はおります。 700

パーセントは、今の計画に対しての都の算定基準にの0とれぱ700パーセントは妥当でしょうというとこ

ろだけは確実だと思うのですけれども、そこの部分のニニアンスは、もう少しやはり正確に数字を出してほ

しいし、容積増に対しては、ある一定の権利は認められていると思うのですけれども、やはり区として、本

当に、今、地域貢献をしていただく対価としてプラス2万平米とかプラス3割増しが妥当かどうか、議論し

尽くされました、だから言っていまtと言われると、その時間を与えられていなかった気がして、ちょっと

不服を申し上げたい気がします。

それと、もうーつは、もちろんこれはこの後ほかの方々のいろいろな意見もあるかと思いますが、正確に

言うと、この3回ぐらいの専門家会議を経ての改修案として、高さに対して一定のまず街並みの60メート

ノレをべースにしてはいなかった。そういうところに対しては、私はもちろん不満な方もいらっしゃるとは思

いますが、一定の歩み寄りがされた成果は幽ていると思っていま司、。ただ、その一方で、フットプリントが

増えて、それから2,500平米は確保されているけれども、その一部はピロティ状になったり、建物のプ

ロポーションとしての幅が広がることで、実際の広場を2,500平米確保している点に船いての質は担保

していると記述されていますが、では、その広場の実際の環境的評価が担保されているかと言ったならぼ、

私は、どちらかというと、この中で建築系が専門で、ほかの手続はそんなに専門ではありませんけれども、

空間的な評価で言0たならぱ、前よりも閉塞感が増して、圧迫感が増して、決して良いアイデアに改善され

たとは言えないと見ています。だから、高さもきちんとクリアしつつ、両方やるとしたならば、本来であれ

ば容積率のところももう少し歩み寄って、この高さ制限の中でこの広場を確保するときに適正な容積がどの
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ぐらいなのかは、まだ精査する余地が本当はあるのではないかという気持ちです。ただ、いつの間にか70

0パーセントが認められたのがー,人歩きしているのに対しては、今まで何回かオンラインで申し上げる機会

を逸してしまったのは、タイミングが悪いと怒られるところもあるかと思います。でも、ここで一度申し上

げて翁きたいと思、つております。もちろん実際の設計になったならぱ、との与条件に対して、当然、設計者

は少しでも圧迫感を改善しようとか気持ちょくしようと努力すると思います。でtけれども、そんな設計の

工夫に委ねる前の都市計画レベルで、誰が標準的な設計をしても良い環境が得られるというべースを規定す

るのが、それぞれのデザインに期待するのではなくて、デザインが多少ひどくてもというか、標準でも、き

ちんと担保されるべースの枠組みをつくるのがごこだと,思うのです。それに対しては、今のところの容積が

本当に適当なのかは、全部、学経委員がいいと言ったと言われるのは、異議申立てをさせていただく機会を

頂ければと思っております。

<確定稿>

【会長】

はい。ありがとうビざいました。

少し枯答えになりますか。

【委員】

少し別の意見を言いたいので、あまりごの件にういて話す時問を取りたくないので司、が、今のビ発言につ

いては、まずは都の基準でいけば700パーセンNネカウント可能だとなったのは事実です。まさにそうい

う議論だったのです。その後、しかし700パーセントがこの場所に本当に妥当かどうかは議論がいるとい

うご発言があったのも私は記憶しています。ただ、それについては、容積白体を言わぱ700パーセントは

多過ぎるので650パーセントぐらいに抑えたらどうかと、仮にそういう議論を出すとすれぱ、相当、別の

詰めが必要なので、今ここではそれは難しいのではないかというのがそのときの雰囲気だクたと思、います。

【会長】

はい。

1委員】

おっしゃるとおりで、 700パーセントというと、では何なのかというととも、常任委員会でも確認しま

した。そこのととろが490幾つだったか70だったか、そこのととろはいろいろな地域貢献だとか何かで

対応して、 220パーセントが結局は2,500平米の広場相当を確保することによって容積が上積みに

なったのです。それが分かったので、私が言ったのが、この広場の2,500平米が事業のありなしを決め

るぐらいの.大変な話だから、ここについては地域の確認をしっかり丁寧にやっておかないと、この事業自体

の本質が見えないとは委員会で言いました。ですから、私も700パーセントについては疑問に思って、運

用基準、そしてまた地区計画の内容を全部読んだ上で執行機関に確認したところ、明らかに常任委員会でも、

結局は広揚相当を確保することによって200パーセントの容積が硫保されたことは紛れもない事実です。

以上で,、。
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【会長】

はい。関連でよろしいですか。

【委員】

はい。関連です。

私も今のポイントが重要だと思っています。というのは、街区公園相当の広場をつくるから700パーセ

ントというロジックになっていまt。街区公園について、先ほど区役所から250メートノレの範囲内で街区

公園をつくらなけれぱいけないという説明でしたか。榊原さん、そうでしたね。それと、この国交省のホー

ムページのところを見せていただけますか。これは今でもそうですか。僕が調ぺたら、国交省のホームペー

ジは250メートル当たりにーつつくれとは、どこにも書いていないのです。そもそも距再倒ネ書いていない

のでt。榊原さん、チェックしていただけまtか。それをチニックしていただく間に、それで街区公園と

いって、私も最初に学経委員の方々が三つの数字、 2,500平米、 80メートル以下、それから700

パーセントというぉ話をしていただいたときに、これは大枠だと思ったのです。すなわち、この器に入るよ

うな計画を出してくださいとおっしゃったと私は理解しました。それで、この中で一番大きいのが広場で2

20パーセントですか。それは街区公園である。ただ、先生たちは街区公園並みとおっしゃって、街区公園

にしろとは論っしゃ0ていないわけです。これは私有地でしょうから、そもそも街区公園にはできないので

しょう。それで、私も街区公園は一体何だろうと調べたら、国交省の、今、区役所が言っている箇所に書い

てあるのは、「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、 1か所当たり面積0

25平方メートルを標準として配置ナる」と書いているだけで、 250メートルごとにつくりなさいとはど

とにも書いていません。これをチェックしてください。

もうーつは、では現実のものとしてどうかは、昭和31年にこの都市公園法が施行されたらしいのですけ

れども、その後、設定された街区公園5か所、 1か所4,600平米があるので司、。だけれども、残り4か

所は全て 1,000平米未満で司、。そうすると、理想としては2,500平米でしょうと。これはオーケー

だと思います。では、どのくらいの間隔でやるかは、何も書いていません。これは区役所が指導していくも

のだと、思います。それで1,000平米以下の街区公園がい0ぱいあることはそれぞれの事情があったので

く確定チ勵

はないかと思うのです。そもそも面積が少ないとか建物があったとか、何かいろいろな理由があったと思う

のでt。番町にある理由は、番町は住宅街で、街区公園をたくさんつくるのはもちろんいいのだけれども、

それをやることによって超高層ビルが建つのはよくないのではないかと思っている人がいる。それを要素に

入れて、では何平米ぐらいがいいのかと決めるのは区役所の仕事ではないのかと私は思っているのです。そ

の議論がなくて、もし2,500平米のものをつくれと日テレに指示されたのであれば、ごれは学経委員の

検討事項をそのままきちんと伝えたことにならないのではないか。また、事実誤認もあるのであれぱ、この

指示自身が私は信頼性を失う気がしております。

【会長】

はい。まず、誘致距離250メートル、一般的には皆そう言っているのですけれども、書いてあるか書い
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していくので、やはりそういうことをきちんと考えて、計画について議論するぺきではないかと思っていま

す。

それと、私自身は、委員会でも、今回の意見書の要旨の中にも、反対の方にも賛成の方にも多くの方が住

環境をどうtるのだとの意見がtビく多く見られています。やはり確かに沿道まちづくりや商業のにぎわい

は大事かもしれませんが、後ろに控えている住居系複合市街地の住民の人たちにとって、住環境の向上に資

する計画、デザイン、マネジメントを番町中央通りの双方向通行化になることも人中心のまちづくりという
心、ノ

長くて、すみません。 3点目、もうーつ、個人的な意見ですけれども、ごめんなさい。この議論が20年

後、 30年後にどういう再開発であるべきかがあまり議論されてきていないように感じています。この何年

間も高さの議論に終始してきたことが続いていることをすごく残念に思っています。区としてもゼロカーポ

く確定チ勵

ンシティやレジリエンスの都市を議論している中で、ごの再閉発が、例えぱ防災であったりとか自立可能工

デ゛ノ、

ネルギーをどうするかとか、災害時に地域に対してエネルギーを供給できるような形をつくるとか、そう

いった次世代を見据えた議論がほとんどされていないのはとても残念です。ぜひ、そういうた将来的なまち

^
、ー

づくりはどうかを委員会も含めて議論していくことが必要なのではないかと思います。

最後に、本地区計画に反対した場合、または否決された場合、このような地域貢献メニニーが許認可要件

とならなくなって、事業者に求めるのは、やはり行政として要望事項以上にはならないのは委員会でも確認

している上で、先ほど委員が粘うしゃられたように、ごの計画によってごのような地域貢献が実現性が担保

されている二とはやはり理解していく必要があると思います。

以上です。

^ ^

【会長】

はい。ありがとうビざいました。

ほかにはいかがでしょうか。

では、委員。

"、 旦ム

【委員】

重複すると思うのですけれども、私が子どもの頃、昭和30年の初め頃、番町には、 2階建て、フメート

ノレぐらいの高さの家しかありませんでした。それが、時代の変遷とともに、 10メートル、 20メートノレ、

30メートル、 40メートルとなりまして、昭和30年から数えて50年後、現在から遡ること 20年前、

最高50メートノレ、総合設計で60メートルと、だんだんに高くなっていきました。今回、日テレさんから

80メートルの案が提示されましたけれども、徐々に高くなっていくのはもう時代の流れかと思って、何の

違和感も感じませんでした。建物高さは時代とともに高くなうていくもので、反対している人がなぜ60

メートルに固執するのか、ごの問題に既にもう5年間携わっていますけれども、いまだに理解できない状態

でt。

もともとこの60メートノレは、今から20年前、一番町のクラブ関東の跡地に東急が100メートルのビ

ルの建設計画を発表したととが発端です。クラブ関東の跡地に100メートルのビルができることで一番町

、きではないかと思います。
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公園などは1,000平米以下のところもたくさんあると。そういった事例もある。つまり2,500平米

は上限でというよりも、それぐらいという、それが上であって、それ以下でも幾らでも裁量があるという考

え方。私などは、逆に2,500平米並みということは、そこを基準にそれより増えるものは構わない。そ

れぐらいの広場は盛要だけれども、その程度は確保してという最低基準だと恕、つていた。その言葉でtけれ

ども、そこでやはり立場が違うと、すごく解釈が違うと思いました。意見書の中にも、広場は要らないとい

う意見から、そんなに要らない、あるいは2,500平米は大歓迎だと、本当に広さに関しては感覚的なも

のですので、今回、この街区公園並みという表現を使われたことに対して、もう少し補足的に、やはり広さ

としてある程度担保する必要があるというご説明なのか、これぐらいは仕方ないという、ニニアンス的なも

のになってしまうのですけれども、そこの決められた経緯を教えていただけれぱと思いまt。

<確定稿>

1会長】

はい。これも先ほどの。

【委員】

どなたかがおっしゃったように、街区公園並みのものを確保しましょうというのは専門家会議で議論され

ました。だけれども、具体的な面積は出しておりませんから、それ以後のやはり区の内部での議論で2,5

00平米は別途出てきたと私は理解していまt。

【会長】

はい。

では、

あと、お一人。先ほど手が挙がった、 3人、いらっしゃいますね。

1煩番に、先にまだご発言されていない方からでよろしいでtかね。先に。

【委員1

意見になりますけれども、反対の立場の方も、贅成の推進派の立場の方も、それぞれ本当にすぱらしい意

見だと思、います。ただ、都計審メンバーとして決めなけれぱいけないことは、やはりこのまちの人々の安全、

そして、子どもたちの未来だと思うのです。それを考えると、いつも委員会で言っていますけれども、 7万

弱の人口に対して85万人が訪れて、もっと多くの人たちがこのまちに集う、と。今年の1月1日に能登で

大きな地震がありました。やはり、僕たちは、想定外ということを本当に気にしながら、いろいろなことを

考えていかなくてはいけないと考えています。そうすると、例えぱ、今、何メートルで司、とか、公園の広さ

がどうだとか、広場の大きさの話をしていますけれども、では、例えば、何かあったときに、この広場の大

きさでお年寄りを守れるのか。 250メートノレがどうだとかという数字の話が出ていましたけれども、では

実際にそれで足りるのか。そういうことを考えると、やはり、それは、起こってはいけないことを想定して、

向こう20年、 1回建てたら機能更新まで50年。そういったことを想定して対策を取うていかなくてはい

けないのではないかと思います。

特に、もう、反対の方に対して、これはやはり説得を続けていかなくてはならない、理解していただかな

くてはいけないという話合いは続けていく必要があります。だけれども、ーつ、学経の先生方、そして、区

30



議の先生方というのは、この机の常識ではなくて、やはり人命に対して向けていただきたいということをす

ビく,思います。反対派の方の思いを聞いて、それでもやはりこれは進めていかなくてはならない、人命を重

要にしていかなくてはいけないということ。まず、ここにいる人たちは、恐らく、例えぱ、私もいろいろな

区の会議体の委員でtとかをやらせていただきましたが、その中で憩いの創出ですとか、それから交流の場

とか、そういったことを考えて勉強して、つくり上げてきているはずなのです。ですから、先ほどどなたか

が粉っしゃっていましたけれど、広場が要らないとか、それから、意見書にもありましたけれども、にぎわ

いが要らないということは、やはり、そういうまちの発展、子どもたちの未来を否定するものだと,思います。

でtから、そこで、例えば、日テレさんがバリアフリーを進めて、これは先ほどありましたけれども、そ

こに住む住民を優先してというか、そういう人たちのためのものを考えていると。これは、つくったらつく

りっ放しというわけではないです。ずっとそれは日テレさんが責任を持って、区と一緒につくり上げていく

ものと考えたときに、反対する要素はどごにもないというか、もう待ったなし、防災の観点においても、や

はりごれは止めてはいけない案件だと非常に強く思います。

以上です。

く確定チ勵

【会長】

はい。

あと2人挙が0ていたので、先に委員から行きましょう。

【委員】

はい。意見書における本質的な課題に関する質問です。二番町地区は中層・中高層の住宅系の複合市街地

及び文教地区でありますから、当然、学校の意見がとても大事だと考えています。個人情報とか法人特定を

避けるために名前は出しませんが、 100年を超える伝統的な学校から、かねてより意見が出ています。

そごで、質問が三つあります。 1、区は、これらの学校法人に対して、説明や合意形成のために何回ぐら

い、何時問ほど費やしたかを教えてください。 2番、区は、意見書に出てきている彼らが認識する課題は何

と理解していますか。とこに挙がっている字面ではなくて、フォーカス、概要というか、ポイントだけでい

いで,、。 3番目、区はその課題をどのように解決しますか。解決していないから意見書に書かれているとの

理解ですが、それで合っていますか。

以上3点、区からお答え願います。

1会長】

はい。区からお答えをということですが、分かりますでしとうか。学校法人に特別に対応されていらっ

しゃるかどうかも含めて。

【麹町地域まちづくり担当課長】

はい。ビ説明をいたします。

個別に学校へこの計画に関しての説明等を行う機会については、ございませんでした。対して、地権者に
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また、例えぱランドスケープ等で、木の見え方だとか植栽の在り方だとか、そういったところがどう見える

かも含めて、低層部の詳細が決まってくる。そういったものを踏まえて、建物の高さが最終的に決まってく

るのだろうと思っています。その中で、 80メートルという上限を決めた中で、下げてもらう努力を、区も

積極的に日本テレビに、言い方は悪いかもしれませんけれど指導tることは、これはそういうぉ約東はでき

るかと思っておりま司、。一方で、そうではないと、委員が言われるようなことであれば、ここはもう、この

案が駄目だというような、否決していただいたほうがいいのではないかと思っております。

【会長】

はい。どうぞ。

く確定チ勵

【委員】

いろいろもう言うつもりはなかったのですけれども、やはり運用基準を読ませていただくと、基本計画が

なくてはいけないと。では、この基本計画とは何かといったときに、これをどこに求めたかというと、都市

託画マスタープランだった。では、都市計画マスタープランはどうかといったら、どう読んでも、こ二は住

宅の閑静なところという話になるわけです。変えて、そしてまた、都市計画図書を変えていくのは構わない

です。でも、そこについて、何が闘題かというと、今の議論が何で二分するかというと、都市マスで議論し

ようとす、るととろに問題がある。基本計画をつくるのであれぱ、本来であれぱ、ここの地区計画のごの場所

について再地区するところの基本計画、せめて基本構想ぐらいを行政が整理しなくてはいけないのだと常任

でも言いました。つまり、戻るととろがないのです。子どものためとか何々のためといって。では、そのた

めだ0たら高さはいいだろうとか、そのためだったら広場はこれぐらいにするべきだと。その戻るべき議論

ができないように、そこをなぜつくらなかったのか。何でそういうようなあれだったのか。だから、普通の

建築の視点から考えたら、確かに建蔽率の高い建物だったら、格好が悪いですよ。だけれども、戻るべき考

えが整理されていないところに問題があると私は思うので、こごのところに、何で基本計画をこの地区に対

してつくらなかったのか、そこは、もう一度、最後、それでなけれぱ、僕は今回は継続だと思っています。

1会長】

今のはビ質問で司、か。

1委員1

質闇です。だから、基本計画を、何でこの都市マスに求めたか。それは合法的だけれども。何でつくらな

かったのか。

1会長】

基本計画とおうしゃっている意味は、個別の敷地の基本計画ということですか。

1委員】
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今 80メートルかという、そこだけを取り上げられたのですけれど、条件はいろいろありました。例え、

ぱ私は今、個人的には、現段階では、高さの伶邨艮に比較して、容積の議論が足りなかったと思っているので

司、。それは、つまり広場を、 2,5 00平米なのか2,000平米なのかの話もあるかもしれない。 2,50

0平米が、例えぱ防災上は余地はあるかもしれないけれど、日常的に使うのに、きちんと適した空間環境を

確保できた2.500平米なのかは、実は高さだけではなくて容積との条件でも十分変わるはずだというと

ころがスノレーされているのが、質として、ちょっと議論が足りないのではないかと。だから、先に表明して

いいのかそういうのはよく分からないのですが、そういう意味で言うと、私は今の案に対しては反対だと

思っているのです。でも、それは80メートルを許容するかどうかだけと言われたら、少し乱暴過ぎて、そ

う議論をーくくりにされていくと。

く確定ネ勵

【会長】

今のは、たまたまそう粘っしゃっただけで、案としては全体の案なので。

【委員1

はい。だからその、まとめはやめてほしいと思うのですけれど。

1会長】

説明の仕方がちょっと片手落ちだったという感じだと思いますけれども、もう大体よろしいですか。もう

一度、皆さんのご意見を整理Lたいと思います。反対の方は当然いらっしゃるので、反対のビ意見がある。

それから、今の枠組みを尊重して進めれぱいいではないかという賛成の方がいらうしゃる。賛成なんだけど、

附帯条件をつけてやらなけれぱ賛成にはなかなかいかないけれど、基本的な枠組みについては賛同している

方がいらっしゃるのではないかと。その3択をして、贊成か反対かについては一旦は分かれますので、全体

としての議決は、賛成か反対かが決まる。その上で、賛成だけれぞも附帯決議をつけるべきだと船考えの方

が多い場合には、附帯決議の内容について次回までに素案を考えてみて、皆さんにまたご意見を頂く。附帯

決議をつけるけれども、これはやはり信用できないという方は、多分費成できないというところに入れてい

ただくしかないのだろうと,思います。

.'

【委員】

附帯決議は要らないと思、います。もう、 80メートノレ、 2,500平米、 700パーセントで、これでど

うですかと。バリアフリーとかいろいろなものも提示して、それでやってくださいと話合いを続けてきてい

るわけですから、例えばこれが、では79メートノレだうたらいいとか、 75メートノレだったらいいとかとい

う話ではない。 600バーセントだったらいいとかという話ではなくて、これで、例えぱ2,500平米で

広場どうのごうのという話なので、附帯決議がつくとかの話は、エリマネの団体ができて、そこで、とうい

うものにしていきましょうとかというような話をするべき問題で。

【会長】
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千代田区議会議長秋谷こうき様

二番町の日テレ跡地再開発における地域貢献と加算容積率に関する説明を求める陳情

二番町再開発において、事業者と住民との間の溝を埋めるために、次のことに対する共通理解が必要だ

と思いますので説明をお願い致します。また、長い歴史の中で培われてきた番町の落ち着いた閑静な環

境という無形の価値に対し、それを存続させる意味をどのように考えているのかをお聞かせください。

①地域貢献の内容の確認をお願いします。

加算容積率が地域貢献度と等価であるいはそれを上回らないことを明確するために、計算の根拠と過程

を説明して下さい。「これだけの地域貢献は他に無い」と言われても、住民としてはそんなに貢献を受け

る実感はありません。数値化して説明して頂けると有難いです。素人なので専門的なことは理解できな

いとは思、いますが、知る権利はあると思います。

令和

②バリアフリーは地域貢献としてはわかりゃすいですが、交通広場、公開空地は100%住民のため

の地域貢貢献になるのでしょうか。日テレや新ビル利用者も恩恵を受けるのではないですか。その分は

差し引いてあるのでしょうか。

氏名

住所

7年10月7日

電話

③バリアフリーと言ってもB1とF1問だけのバリアフリーの価値も明確化して抵しいです。

エレベーターはビル全体のものとは独立していますか。 B1から最上階までのエレベーターであれば、

ビル利用者も使用すると思います。

④エリアマネージメソト(以下、エリマネ)棟についても同様で、本来なら区が負担すべきも

のではないでしょうか。エリマネ棟の地域貢献としての意味は何ですか。

区の負担=住民の負担なのですか。

家賃収入が見込めるのであれぱ、これは日テレの賃貸事業であり、地域貢献とは別に考えるもので

はないでしょうか。つまり、加算容積率には入らないと思います。

エリマネ棟は区への無償貸与ですか。区と棟に入るエリマネ会社間では賃貸契約は結ばれないのか

などが不透明です。

よろしくぉ願い致します。 以上
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千代田区議会議長秋谷こうき様

9月の環境まちづくり委員会では、二番町の日本テレビ跡地の再開発について、基本計画の策定を要請し

ているとのことでしたが、これは与件整理の完了を待たずに基本計画が作られることになり、これまで区

が説明してきた進め方と異なってしまいます。

日本テレビによる二番町計画についての環境影響調査の説明を求める陳情

基本計画がないと懸念事項も浮かび上がらず議論が進まない、とのことでしたが、すでに事業者である日

本テレビが行った「環境影響調査」があります。

これは二番町再開発が周辺に大変大きな影響を及ぶことが数字で示された重要な資料ですが、日本テレ

ビ放送網株式会社のサ¥トにはなく、大変わかりにくいところにあり、住民には抵とんど知られていませ

ん。まずこの説明を事業者(日本テレビ)からさせていただけば、基本計画を待たずに、住民等関係者側

から生活感覚に合わせた問題点が具体的に述べられると思います。

今●0クヰ/タ J3 飼
氏名

住所

この「環境影響調査」と「基本計画後の環境影響調査」は大きく違うはずはないので、まず第一にこの「環

境影響調査」を住民に示して、そこで出た議論を与件整理に加え、「与件整理」が完了したところで「基

本計画」の策定を事業者に要請していただくようぉ願いいたします。

電話

<参:考'>

「日本テレビ放送網株式会社による、日本テレビ跡地再開発の環境影響稠査」

内容の例:

【ビル風】

最大瞬間風速が20mを超える頻度が年間13日以下のところが、60m案の場合87箇所中玲箇所

から80m案では30箇所に増える。

※(当方註)これは東京都環境影響評価技術指針にある風環境評価基準を採用したとしていますが、

この指針に基づいた建物でも激しいビル風を起こし、人が歩けなくな0ている事象が区内でも

あちこちで見られます。スタジオ棟横でも子供が歩けなくなっています。

最大瞬間風速が20mを超える頻度が年間13掘が30箇所というのは、生活実感としては許容限度

を超えます。

【交通量】

狭い日テレ通りで、ビーク時車両台数は(片道の 64台と、 60m案に比べて、 1.45倍も増える。

【歩行者】

同 1260人から 2100人にも増える。(これも片道かどうか明記されていません)

https://WWW.banch0イ0rest.com/ df/future6. df

収受,

'フ.、0.23
'四
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千代田区議会議長秋谷こうき様

二番町計画の与件整理と基本計画の順序を正す陳情

二番町再開発について、今年年初に区の環境まちづくり部から、「区が与件整理をして、事業者である

日本テレビに渡し、日本テレビがそれを反映した基本計画を作る」という流れが説明されました。区は

それまでに、区民等の意見が与件に含まれるとも言っていました。

この順序と与件の内容は常識的に妥当だと考えられます。

ところが、 9月20 口の第2 回シンポジウムの際に、環境まちづくり部から、日本テレビに対し「区から

もう基本計画の策定と提出を求めてある」との発言がありました。

このシンポジウムは主に住民の懸念解消を目的としたものでしたが、

・参加者から「決まったことの説明がよくわからなかった」と苦言があった。

・当日、募集時の「意見集」が配布されたが、住民から「自分の意見の主要部分が載っていなかっ

た」とか、「要約されすぎていた」、との声があった。

・終了時に「共通理解が足りていない」「議論がやっと始まった」との学識経験者からのコメントがあ

り、次回に課題が引き継がれていた。

・終了後のアンケートでは「心配事はあまり解消されなかった」、もしくは、「全く解消されなかっ

た」という回答が4割もあった。

・この会の議事録は公開されておらず、参加できなかった者が内容を確認することもできていない。

など、開催後もまだ与件整理が整っているとは言えず、この時点で区から事業者に基本計画策定を要請

するのは、区の方針にも反し、常識的でもありません。

陳情者氏名

陳情者居住P

2025年Ⅱ月11日

また、10月の環境まちづくり委員会で区は「具体的な計画がないと心配事の解消や明るい未来に向けて

の施設活用の議論など、これ以上は難しいと認、識」とのことでした。しかし住民はその手前の、都計審

の答申段階の決定内容や都計審に提出された環境評価が説明されていないために、中には「心配事がイ

メージできない」と言う者もいる状態です。まず住民に日テレの基本計画より、都計審の附帯決議、再

開発の進め方、すでにある環境評価等の基本情報の丁寧な説明が必要です。

与件整理の前に基本計画の策定と提出をきせることは、常識的ではなく、

ます。区による与件整理に先立つ「日テレによる基本計画の作成と公表」

がらず、区は都計審の附帯決議に沿った取り組みを行っていないのではないか、懸念事項を解消しない

まま「明るい未来への議論」に誘導しているのではないか、との疑いを持たれます。

まず、与件整理した、のを議会に示し、議会で十分かどうか確認していただき、それから執行機、受
事業者に与件を提示し、基本計画の策定と提出を要請くださるよう、陳情いたします。千区並金堕ノ_0ふ号

以前の区の説明とも食い違い

は、地域二分の改善にはつな
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Ỹꜛ ᶨכּ ὓᵊˢ ӛˣτ βϥέӪᾋρỸχ―Π

No.
Ӫᾋ יּ

χỸ
Ӫᾋ Ỹχ―Π

ֳỸ

A˜ӪᾋϬ ϘΠʺὓᵊτ ֳ

B˜Ӫᾋτḩ βϥ Ϭʺὓᵊτ ֳ

C˜Ӫᾋχ ☿ΥṌτὓᵊτ ֳήϦοΜϥ

D˜₈ῇᾁ χθϛτ╥―ρβϥ

E˜ζχ

1
1.Ỹ τ

Ϭ βϥ

Ỹ χ כּ Ϭ βρΚϥΥʺּכ ψꜛ כּ “ ϒχӸ ꜛΥᴅ“ΰοΣϤכּ כּ “τψ

ḾᾑσḕẽπΚϥʻˮӗ πᵙ πᶚΰΨꜛ Ϭכּ βϥάρΥπΦϥꜛ כּ ◕χםᾝ˯Ϭ

τβϥχπΚϦωʺꜛ כּ “Ἃḧ ψּכ χЫ˔ϺрϽτϢϥ “ πψ Ψ πΚ

Ϥʺꜛ ῖכּ Τϣ  τ ήϦθꜛ כּ χ “ἋḧϬᶎ βϥϓΨʺ τ ϙ₅ϭι ὓᵊ

ρβϓΦιʻ

έ◙ ΜθιΜθρΣϤʺꜛ כּ “ ϒχ

ʺψכּ Φσᴿ πΚϥρ ꜡ΰοΣϤϘ

βʻ₈ῇ βϥ τνΜοψʺ כּכּ π

⅍ΥϦσΜ  χᾁ Ϭ ϛοΜΦϘβˢ

p70ˣʻϘθʺ כּ ├τνΜοψʺῖ Ḛ יּ

πΚϥὕ♪ ρϜ ὀΰσΥϣ ϛοΜΦϘβʻ

C

2

ˢ1ˣτνΜο

έ◙ χρΣϤʺꜛ ꜛЖжϱН˔ϒχכּ כּ “

и˔иχ ʺἴ Ϝ ιρ ꜡ΰοΜϘβʻ₈

ῇψʺЎжЄιΪχ τ ϘϣγʺṌ χῖ ӗ

ϱЦрЕχṐᵓϬᶨ βϥσςʺꜛ Жжϱכּ

Н˔τ Ψ ʾἴ Ϭם☼ΰοΜΦϘβˢ

p65ˣʻ

ˢ2ˣτνΜο

Ỹψԁ “ Υ Ψʺζχ ├ψ π

Κϥρ ꜡ΰοΣϤϘβʻԁ “ χ Ἱ

τνΜοψʺ p94χ⁯χϹϱЖжϱрϬṁ ρΰ

ννʺ Ỹχῖ ệʾṛ ệʾ ӽ

Ϭ ϘΠʺ ᾕ ϞⱧỘּיʺὕ╔ ρϜẸṳχ

ʺꜛ כּ χᴦ Ϝḯϛοᾁ ϬΰοΜΦϘ

βʻϘθʺ כּ ├τνΜοψʺῖ Ḛ πיּ

Κϥὕ♪ ρϜ ὀΰσΥϣ ϛοΜΦϘβʻ

ˢ3ˣτνΜο

Ỹψԁ “ Ϟ О˔ϺрϽΥ Μρ

꜡ΰοΜϘβʻ χ τΚθμο

ψʺ χ “ṛ ʾ  ιΪπψσΨʺ χӗ

Ϟ “ ʺῖ Ⱨᾮχ ệ Ϭ ϘΠσ

Υϣ ϛοΜΦϘβˢ Ύ99ˣʻ

ˢ1ˣʿC

ˢ2ˣʿC

ˢ3ˣʿD

ˢ͍ˣꜛ כּ ωΤϤи˔иיּ ︢Υế ήϦοΣϤʺꜛ τכּ ΰοψ63Ч˔ЅτΚϥϢΞσἴ χ

ЎжЄχϙρΜΞχπψὖβΧοʺΜνϘπθμοϜꜛ כּ ʺꜛ כּ “ ʺꜛ כּ “Ы˔ϼϬ⅍Μ

πԁⱲ ♁ʺ ꜛʺΰθϤכּ τכּ Ṅδβϥ Υ Ψσϣγʺꜛ כּ χᵹξΨϤʾ―Π ψ

ϩϣσΜρ◘ΜϘβʻꜛ כχּכּ ₮ “Ϭ π ϛθχπΚϦωʺꜛ כּ ʺꜛ כּ “ Ϭ⅍Ω

ԁⱲ ʺכּ τכּ ΤйАϸ˔ӱ Ϭ βϥ Ϝ ΰοΜθιΦθΜπβʻꜛ ꜛΥכּ כּ

ϢϤϜֿפΜ πΚϥτϜḩϩϣγԁ τḾᾑσ τΚΞϢΞσάρΥσΜϢΞτ―ΠοΜθιΦθΜ

πβʻ

ˢ͎ˣ Ϥʺ ὕ╔ Ϥʺ Ỳ Ϥʺ 402‹ψԁ “τσμοΣϤʺ τ

Ϥʺ Ỳ Ϥψ Υכּ Ψ ΰο Μẩ Ϭꜛ ꜛΥכּ כּ “ Ϭ⅍ΜπΜϥάρΥ Ψ

σμοΜϘβʻ Ϥʺ Ỳ Ϥχ ψ⇔Ψʺ Ϭיּ“ Ϋγτꜛ Υכּ “βϥάρψπ

ΦϘδϭʻάχθϛᾝ π Ϥʺ ὕ╔ Ϥʺ Ỳ Ϥʺ 402‹χּכ ₮ Ϭꜛ כּ

Υ ϥ ›ʺ כχδΜπΰωΰωּכּ Ϭ״ ϥ ΥΚϤʺ Όΰο μοΨϥꜛ ρכּ

βϥḾᾑΥ τΚϤϘβʻΜν ⱧᾮΥ ΰοϜΣΤΰΨσΜχπʺ ẍτꜛ כּ Ϭ ΰοΜ

θιΦθΜπβʻԁ “χ τνΜοψꜛ כּ “ ρΤʺּכ ₤∕ἷχꜛ כּ “Ἃḧχ ᴂ

πψʺ כϬᾗỨτΰσΜᾢϤὫộּכּ Ϭ״ ϥάρτσϤḾᾑΥ ΫσΜχπʺꜛ כּ π ᴂ

ΰοΜθιΦθΜπβʻ

ˢ͏ˣꜛ ◙КАЕм˔ϼὓᵊχכּ τˮԁ “χ ˯Υ μοΜϘδϭΥʺԁ “χּכ χ₮

ψỂ Ϭḇαϥχπ ρϜρϜ ΰοꜛ כּ “ἋḧϬ ΰοΜθιΦθΜπβʻ

1.Ỹ τ

Ϭ βϥ

Ǳǔǘǂǽ Ŧ ŧ
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No.
Ӫᾋ יּ

χỸ
Ӫᾋ Ỹχ―Π

ֳỸ

A˜ӪᾋϬ ϘΠʺὓᵊτ ֳ

B˜Ӫᾋτḩ βϥ Ϭʺὓᵊτ ֳ

C˜Ӫᾋχ ☿ΥṌτὓᵊτ ֳήϦοΜϥ

D˜₈ῇᾁ χθϛτ╥―ρβϥ

E˜ζχ

ˢ1ˣʿA

ˢ2ˣʿD

ˢ3ˣʿC

ˢ4ˣʿC

ˢ1ˣ Ỹꜛ ᶨכּ ὓᵊˢ ӛˣχ52 τψʺˮ 2˵3ʹ ϺАϼЩ˔Жχ ẉ ệˢ2019

Ⱳ ˣ˯ΥἿ∏ήϦοΜϘβʻ͒ Ⱳ χ ệϬ ϛθϜχπψʺᾥβΧϘβʻΰΤϜʺζχῇʺ

ᵦᶆ⁯ᶆ ◕ᶆˑπʺ ᾢήϦθϤỨ♁ήϦθϤβϥ ệϜΚϤϘβχπʺϚΰϧЬІз˔ДϰрϽπ

βʻ2025 12Ὦᾝ∕χ ệρβϥάρψ₉ ιρΰοϜʺ2024 ΨϣΜϘπχ ệϬ ϛθⱢ ρβϥ

άρπʺἿ∏βϥτ βϥⱢ τσϥρ―ΠϘβʻ

ˢ2ˣ ϺАϼЩ˔ЖϬʺּכ “Ϭᾖ ρβϥσςʺꜛ ρכּ τӌΞάρτΰϢΞρΰοΜϥά

ρψʺᾝⱲ πψʺ Ϛ ΰπΚϤʺ ρ◘ΜϘβʻ ᵦχ ệϬᾋϥρʺ τʺ τיּ“ βϥϺА

ϼЩ˔ЖχḾᾑʺӔΜψʺ◌ ΤϣχϺАϼЩ˔ЖϒχḾᾑχᵕכּ ϬᶎםτπΦϥάρϬᾁ ΰΦϦθ

ᵬτψ♩μοΜϘδϭʻάχ10 ḧχ σὓᵊχ◐ϘϤⱲ πψʺˮ ẉ├Ϭ ϛʺζϦΥ῞Ϭ ΰ

ο ẉΥ ϚάρϬṍ βϥ˯ρΜΞϢΞτʺ χϛϤτσϥχπψσΨʺṛ ϞỨ♁Ϝ ♥Τϣ

δγʺ ἷᾖ Ṑ ꜛ τνΜοʺӗכּ ᶎ ϬᾋớϛϥӮχ☼├ᾁ χṍḧρβϥΨϣΜχІЌр

ІΥ ρ―ΠϘβʻ χꜛ כּ Ϝ ᴥΰʺּכ “Υᾖ ρσϤʺ τϜϳ϶˔ϸУиσיּ“

ϬϵрЅдϱΰοϜϣΣΞρβϥ ΰπʺᾝ∕χ ệΤϣʺṐ∙χ χΰ ʺἴ ᶨ τϢϥ χיּ

ЫЗ˔Ϟи˔иχ︢Ϥ χΰ ʺ “ἋḧχỸ ΪσςΥʺ › τ ︣ΨϠΤσΜΤΧϤʺ ϺАϼ

Щ˔Жχӗ σ֫ ψʺ ӬτάρπψΚϤϘδϭʻᴡϢϤϜ︢ϥϓΦψʺӗ πΚϥʻ

ˢ3ˣ ἷᾖ Ṑ ꜛ ꜛʺϬḯϚכּ χכּ χӗ Ϭᶎ βϥτψʺг˔ЃϒχễӾʾἴ Ϝ

πβΥʺּכ “Ϭᾖ ρήϦϥ πʺ◌ ρχכּ χỌӧϬσΨΰʺ τϐνΤϥάρϬσΨיּ“

βӮτʺ “ἋḧϬ ΪβϥάρΥ ῟πΚϥάρϬʺϢϤ ᶎτ Μʺἇ σםᾝ├Ϭ Ϥ₅Ϛὓ

ᵊτβϥάρΥ ρ―ΠϘβʻ

ˢ4ˣ⁯χϹϱЖжϱрˮӗ πᵙ σꜛ כּ ḕẽ ϹϱЖжϱр˯ψ 6 6Ὦτᵠ ήϦοΣ

Ϥʺꜛ כּ יּ“ ˢꜛ כּ “ᴦχ ˣχ ṛ ψʺϜψϞ ήϦσΜ Ἱ πΚϤʺꜛ כּ

ψּכ ʺꜛ כּ ʺꜛ й˔рϬכּ “βϥάρΥᾖ ρσμοΜϘβʻẛϹϱЖжϱрτלμοὓᵊʾ

ὓήϦοΜοϜ χ ψʺ ˑτ 6 ᵠ χϹϱЖжϱрτלμοʺ ὓʾὓᵊχ  ʺ

Ϭ ϛϣϦϥϓΦρ―ΠϘβʻήϜσΪϦωʺ Τϣχ10 ḧχὓᵊχᴞπʺ ỸπψʺϜ

ψϞ ήϦσΜ Ἱ πχꜛ כּ “ χ Υ ΜοΰϘΜϘβʻᾠϩγϜΥσχ χάρΤ

ϜΰϦϘδϭΥʺ ḧ χᾋ ΰϬ θγʺ Τϣʺ ͒ χϹϱЖжϱрτζμθ Ϭ“Ξ☿ʺ

άχ σ10 ὓᵊ π ꜘΰοΣΨάρΥʺζχῇχṳ ϬᾦϐάρϬ Ϊʺᴴ₢Ϭ▪ήσΜάρτ

σϥρ―ΠϘβʻӟ

1.Ỹ τ

Ϭ βϥ
3

ˢ1ˣτνΜο

ΜθιΜθέӪᾋϬ ϘΠʺ p52,53χ ϺА

ϼЩ˔ЖχⱧ Ϭ2025 Ⱳ χ τ  ΰϘΰ

θʻ

ˢ2ˣτνΜο

ΜθιΜθέӪᾋτνΜοψʺ₈ῇχӗ ʾӗ σ

ӱ χםᾝτΰΪθ☼├χ╥―ρήδοΜθιΦϘ

βʻ₈ῇϜ ϺАϼЩ˔Жχ τΰΪθיּ

ʾἴ ᶨ Ϭם☼ΰοΜΦϘβʻ

ˢ3ˣτνΜο

ΜθιΜθέӪᾋχρΣϤʺꜛ כּ “ἋḧϬ “

◌Ϟיּ ρכּ ᶎτ βϥάρΥʺӗ πᵙ σ

ἋḧτνσΥϤϘβʻ ὓᵊχἇ σםᾝ├

ρΰοʺꜛ כּ “ ρ כּ Ϭ ΰθ

Ἱ Ϭᾁ ΰοΜΦϘβʻ

ˢ4ˣτνΜο

ẛϹϱЖжϱрπὓᵊʾ ὓήϦθỸḧτνΜο

ψʺ 6 ᵠ χ⁯χϹϱЖжϱрϬṁ ρΰνν

Ϝʺ ᾕ ϞⱧỘּיʺὕ╔ ρẸṳΰοὨ ΰθ

Ἱ τ μο ϛοΜΦϘβʻ



No.
Ӫᾋ יּ

χỸ
Ӫᾋ Ỹχ―Π

ֳỸ

A˜ӪᾋϬ ϘΠʺὓᵊτ ֳ

B˜Ӫᾋτḩ βϥ Ϭʺὓᵊτ ֳ

C˜Ӫᾋχ ☿ΥṌτὓᵊτ ֳήϦοΜϥ

D˜₈ῇᾁ χθϛτ╥―ρβϥ

E˜ζχ

ˮ͑ Ỹꜛ КАЕм˔ϼὓᵊ˯τνΜοʺӟᴞ͒כּ Ϭ ϓϘβʿ

ˢ1ˣᾝ∕ψʺ▪ σΥϣʺӗ Υᶎ ήϦοΜϥρΜΞӗ ḇϬⱱμοꜛ Ϭכּ ϣδϣϦσΜᴷ Υ

ỸχΚκάκτ ∕ΰοΜϥχπʺꜛ ʺˢẉόכּ ἷᾖ Ṑ ꜛ כˣχּכּ “Ϭᾖ ρ

ΰθꜛ כּ “ἋḧΥ ήϦϥάρψʺθΜϒϭτ ΜάρπΚϥρḇαϘβʻ

ˢ2ˣ ἷᾖ Ṑ ꜛ τνΜοψʺᾝⱲכּ πψʺꜛ ρכּ ατӌΞάρψ Ϛ ΰρ―ΠϘβ

Υʺꜛ ρכּ α “ἋḧϬ “βϥάρΥΩ σχΤˢ► Ϭ ᾢӔΜψỨ♁βϥ ψσΜΤˣϬά

χὓᵊṍḧϬ αοʺם τ ΰοϢΨᾋοϠΨ ΥΚϥχπʺᾝⱲ πʺ χϛϤτσμοʺ

ϺАϼЩ˔ЖΥꜛ ρכּ α “ἋḧϬ ϦϥϜχρΰοʺꜛ КАЕм˔ϼὓᵊχכּ ρβϥ☿Ϭ

ᾠβϥάρψ₯ΰΏΠϥάρΥ ρ―ΠϘβʻṐ∙χӗ ᶎ χṐ χᶎם ʺ► βϥг˔Ѓϒχ

и˔иʾЫЗ˔χἴ χ ῟ ʺσςϬԏΦ Φᾁ ΰσΥϣʺ χӡ ΪʾΚϤ◒Ϭ―ΠϥϓΦ

ᵬτΚϥΤϣπβʻ

ˢ3ˣἇ σ Ἱ τνΜοψʺ ᾕϞῖ Ḛ ρẸṳΰσΥϣὨϛοΜΨρχάρʺθΜϒϭὫיּ

 σάρπʺ ʺζΞΰοϠΨάρΥ πβʻ ᾕρχẸṳψʺ ᾕ χ χꜛ כּ ρיּ δ

οʺꜛ Ϭכּ δγ “Ⱳτꜛ ΤϣχỌӧτήϣήϦϥכּ ΤϣϜʺם τ ΰθ ϞḾṐḇϜ

τ ︡ήϦʺὓᵊτ ֳήϦϥάρΥ ρ◘ΜϘβʻϘθʺ Ӄʾ ︡χ▫ ϬῬ ΰοʺỸᵰʺ

ӔΜψʺ ᵺ ӽӟᵰΤϣχꜛ כּ ꜛˢיּ КАЕм˔ϼϬכּ Ϥ Ϊο “βϥ όρˣχםḇϜ

τ ︡ΰοὓᵊτ ֳήΠδϥ ΥΚϤϘβχπʺ ӛτψ ϩϦοΜϘδϭΥʺ σάρρ◘

ΜϘβʻ

ˢ4ˣϘθʺꜛ Υכּ “ΰӬΨσϥρʺ Ϥ ΰθ Τϣ τΰΤμο Ϥ Ϊϥꜛ Υכּ ᴥ

βϥάρΥ ήϦϘβΰʺζϦΥʺ ὓᵊχ ◙βράϧχ ρ◘ΜϘβʻ ᴥΥṍ ήϦϥ Ỡּי

ψʺЄд˔ЕϸАЕϬ μθϤʺּכ ΤϣχỌӧϬᵕ ΰθΜρ―Ποʺ “ΰθ ᶨ Ϭ‰ π Ϥ

ΪϥϢΞτσϥάρϜ―ΠϣϦϘβʻάχϢΞσⱧ ψʺ ᶨ Ϟ ᶘ χ ʺτρμοψיּ

πḾᾑσⱧ τσϤϘβʻ ל τψʺꜛ ᶨכּ τψζΩϩσΜⱧ πβʻ Πωʺ◌Б ᾋ Τϣ

︣ ʾḮχ τΰΤΞ ỠּיψʺάχϢΞσ“ Ϭρϣγʺḅ χ χꜛ כּ “ Ϟ ֕₢ἷ

ꜘй˔рϬ “βϥϢΞτʺ ᶨ Ϟ ᶘ τψʺ ʾ ᶘּיӟᵰχꜛ ꜛʾכּ χכּ Ϥ Ϧ

Ϭ ᾢβϥρΤʺ⁫ Ϥχּכ כּ“ Ϭᾝ∕ϢϤϜ ᾢΰοꜛ כּ “й˔рϬ Ϟβʺσςʺꜛ

כּ “ρ δοʺּכ “χ∕Ϥ χ  ʺꜛ כּ ӟᵰχיּ ᶨ ʾ ᶘ χ χӗיּ ᶎ

ϒχ κ︣Ϝ δοᾁ ΰʺὓᵊτ Ϥ₅ϚϢΞτβϥρʺꜛ כּ Υӗ τ ήϦϥχπʺζχϢ

Ξσ︡Ϥ ϙϬ“μο ΰΜʻ

ˢ5ˣͥʽ͕͓πʺṌ ρχ χᶎ ϒχᾠẉΥΚϤʺ ΰΜ♪ ρ◘ΜϘβʻˮṌ

Ỹḧˢ 4.8͠Ήˣ˯ψʺςάσχΤʺ ϤϞβΨ ꜘΰοΣΨρϢΜρ◘ΜϘβʻ

ˢ6ˣͥʽ͕͔τʺỸḚ χỸ χ ỸḧΥ͏͑ʽ͎͠ΉρχṜ ΥΚϤϘβʻPʽ͔͐τψʺῙ

χ◙ ͍˙◙ ͓χ ΥΚϤϘβʻˣʻ͕͌χ 5˵12χ χט Υʺ͏͑ʽ͎KmπβΤˁ

ˮ Ἱ χ ˯ӟ‭πϜζΞπβΥʺˮ ˯χ τʺ τʺ ᾕχӪᾋϬϢΨ Μο ϛϥ

ΥΚϥρ◘ΜϘβʻ

1.Ỹ τ

Ϭ βϥ
4

ˢ1ˣτνΜο

ὓᵊχ τνΜοέ░ ΜθιΜθϜχρ ꜡

ΰϘβʻ

ˢ2ˣ˙ˢ4ˣτνΜο

ΜθιΜθέӪᾋτνΜοψʺ₈ῇχˮӗ ʾӗ

σӱ χםᾝτΰΪθ☼├χ ˯ʺˮꜛ כּ “

Ἃḧ χ ˯χ╥―ρήδοΜθιΦϘβʻ

ˢ5ˣτνΜο

έ◙ ΜθιΜθ Ύ99χ 4.8kmτνΜοψʺ

Ύ93χꜛ КАЕм˔ϼכּ ˢ ↄϙˣχ

ט πβʻσΣʺ τοˮꜛ כּ “ἋḧϬ

ΰθỸḧ˯ϞˮṌ Ỹḧ˯ρΜΞӪ πṜ∏

ΰοΜϥ ᾠτṜ∏ ϦΥΚϤϘΰθχπʺˮ

ↄϙỸḧ˯τ ԁΰϘβʻ

ˢ6ˣτνΜο

έ◙ ΜθιΜθ Ύ100χ35.2kmτνΜοψʺ

Ύ93χꜛ КАЕм˔ϼכּ ˢὓᵊ ˣχ

ט πβʻ p92ψ◙ χ φ›ϩδρΰοʺỸ

Ḛ ӟᵰϜḯϛοΜϥθϛʺ35.2kmϢϤ ט

ψ ΦΨσϤϘβʻσΣʺꜛ כּ “Ἃḧχἇ χ

Ἱ τνΜοψʺ ᾕ ϞⱧỘּיʺὕ╔ ρ

ϜẸṳχ ʺ ΰϘβʻ

ˢ1ˣʿC

ˢ2ˣʿD

ˢ3ˣʿD

ˢ4ˣʿD

ˢ5ˣʿB

ˢ6ˣʿC



No.
Ӫᾋ יּ

χỸ
Ӫᾋ Ỹχ―Π

ֳỸ

A˜ӪᾋϬ ϘΠʺὓᵊτ ֳ

B˜Ӫᾋτḩ βϥ Ϭʺὓᵊτ ֳ

C˜Ӫᾋχ ☿ΥṌτὓᵊτ ֳήϦοΜϥ

D˜₈ῇᾁ χθϛτ╥―ρβϥ

E˜ζχ

5
1.Ỹ τ

Ϭ βϥ

ΜνϜΣ τσϤϘβʻ◓Ӿο χ ρΰοχӪᾋπβʻ

Ỹꜛ ᶨכּ ὓᵊˢ ӛˣ

P59 ☼├2-3(2)◓Ӿο χӱ ︣ χ ם

τοʺЎаϱиЖЄ˔Е ΦЄϴϯЂϱϼиτϢϤ ⱪχӱ ︣ τνΜοχ☼├ΥΚϤʺ

☼├1-1(1)ῖ ӗ ễӾϞ ᾓᵓ χם☼

τοʺ ᶘ  πχӗ ễӾχם☼ρʺ ᶘ ΰΪχ☼├ΥΚϤϘβʻ

Ϙιꜛ τכּ ϦσΜ◓ςϜϒχ☼├ˢЄϴϯЂϱϼзрϽˣʺϘθʺꜛ τכּ Ϧϥ◓ςϜˢӗ ễ

Ӿˣϒχ☼├ψΚϥϜχχʺ˲◓ςϜΥꜛ Ϭכּ ϦϥϢΞτσϥ˳θϛχ☼├Υᾋ θϤϘδϭʻ

ᵈΥᴪτψ ᶘ χ◓ΥΜϘβΥʺỸ τοꜛ χכּ Ϥ Ϭ πΦϥ ΥᾋνΤϣγʺỸᵰϘπּכπ

ӱ ΰο βϥ ʺ τḇαοΜϘβʻ

ОйІЂϱϼзрϽτοꜛ χעễכּ ΥΚϥχψ αοΣϤϘβΥʺ Υ‰ΨʺβΩ Υ ϛ

ϣϦοΰϘΜʺ ΰ₅ϙήΠπΦϘδϭʻ

ζάπʺᶘ χ  Ϭꜛ כּ τᵫ βϥ ʺꜛ כּ χ Ϭ Ϟβ☼├ϬΣḻΜΰϘβʻ

σΣʺỸ ψЌм˔ЫрЄдрΥ Μ ϠΠτ Υᶎ πΦγʺ◓ằ ꜛ Ϭכּ ΰοΜσΜᴪ

Ϝ Μθϛʺꜛ כּ Ϭ“Ξ∑τψ◓ằ ꜛ כּ ΰ ΰϜ Ⱳτ“μοΜθιΦθΨḻΜϘβʻ

Σ︣ ΣΤΪΰϘβΥʺέ᷈ӛϢϧΰΨΣḻΜΰϘβʻ

έ◙ ΜθιΜθϢΞτʺ◓ςϜΥꜛ τכּ Ϧϥ

ϢΞτσϥθϛχ☼├ψ πΚϥρρϜτʺ◓ς

ϜΥꜛ χכּ Ϥ Ϭ πΦϥϢΞτσϥ χᶎ

τνΜοϜ Ỹ πψᴿ πΚϥρ ꜡ΰο

ΜϘβʻ₈ῇʺḩἰṐḩ ρ ΰοΜΦϘβʻ

ϘθʺОйІЂϱϼзрϽχῖ ӗ ễעτνΜο

ψʺṝ σṐᵓπΚϥρ ꜡ΰοΣϤʺέӪᾋϬΜ

θιΜθꜛ χכּ ΰ ΰσςϬḯϛʺ︠℗ּיρ

ὀΰο︡Ϥ ϭπΜΦϘβˢ ͥ80τ Ṝˣʻ

B

6
1.Ỹ τ

Ϭ βϥ

Ỹ“ τψΜνϜΦϛ⇔ΤΜέ ᴂϬΜθιΦϘΰο ΨḇּךΰοΣϤϘβʻ

Ỹꜛ ᶨכּ ὓᵊˢ ӛˣϬ ᾋΰϘΰθΥʺ ᴸ σṜ∏π Ϭ‒Ϥ₅ϛοΜσΜϢΞτ

ḇαϘΰθʻ

ϜρϜρ Ỹψ ϜỉΨʺῖ Ϝ Μθϛτꜛ πχӱכּ Υ₉ πḾᾑϬ Ξ Ϝ σΨ

ΚϤϘδϭʻ

Ỹχꜛ כּ ψỸ ʾỠ ʾיּ ỘּיΤự χỸχ ʾỠ ʾיּ ỘּיΥ Μρ◘ΜϘβχ

πʺζχИ˔Їρʺꜛ Ϭכּ ΰοΜσΜỸ ʾỠ ʾיּ ᶘּי χ♪ Ϭ ϘΠοʺ‒Ϥ₅ϭπὓᵊ

Ϭ οϥάρΥḟ Τρ◘ΜϘβʻ

Ỹ ♪ πβρʺựΨχІ˔О˔Ϟ ϒχ Μ ʺⱪ χꜛ כּ ό πꜛ Ϭכּ βϥṐᵓΥ Μ

χπʺζϦτΚϩδο Ϟ χ Ϭ ΠϥάρΥ ρ◘ΜϘβʻθρΠωⱪ Υ῝הπꜛ כּ

όΥπΦϥϢΞτ ṛ ρḕẽ ϬβϥάρϜ Τρ◘ΜϘβʻ׃

ζϦτ ΰο​ạԁ τꜛ й˔рϬכּ ΪθϤʺάϦӟ ỸᵰΤϣꜛ ӱכּ Ϭᾦό₅ϭπΰϘיּ

ΜʺϘβϘβ₤╛βϥάρψ ΪϥϓΦΤρ◘ΜϘβʻ

ⱲϞ ←Ⱳ π₤╛πừẍּכχ “Ϝ₉ ρσϥϢΞσάρψ ΪϥϓΦΤρ◘ΜϘβʻέᾁ

ΣḻΜΰϘβʻ

╥―χέӪᾋρΰο Ϊ♁ϛήδοΜθιΦϘβʻ

₈ῇϜỸ χИ˔ЇϬ ӃΰσΥϣʺꜛ כּ “

ἋḧϞ ḕẽϬ ΰοΜΦϘβʻ
C



No.
Ӫᾋ יּ

χỸ
Ӫᾋ Ỹχ―Π

ֳỸ

A˜ӪᾋϬ ϘΠʺὓᵊτ ֳ

B˜Ӫᾋτḩ βϥ Ϭʺὓᵊτ ֳ

C˜Ӫᾋχ ☿ΥṌτὓᵊτ ֳήϦοΜϥ

D˜₈ῇᾁ χθϛτ╥―ρβϥ

E˜ζχ

7
1.Ỹ τ

Ϭ βϥ

♆Υ ϭπΜϥỸ χϵзϯψʺԁ “Ϟ χỉΜ Υ Ψʺῖ ḕẽΥΚϘϤ ΜρψᾠΠϘδ

ϭʻ ṛ РиχϷ˔З˔Ϟ ạḼỘΥˢ ϛϣϦθⱲḧ Ϟ ⱲḧϬכּ ΠοˣРи τ Ϭΰכּ

οΜθϤʺ῝ τˢ30cmӟ Ϝˣψϙ ΰοּכϬ γμρ ϛ ΪοΜϥϾ˔ІΥ ᴟΰοΣϤʺ

Υיּ“ χỉΜԁ “χ πּכϬ ΦΨ Ϊο ΤσΪϦωσϣσΜάρϜΚϤϘβʻ Ỹ

τ ϭπΣϤϘβΥʺσεάϦϣΥϕρϭς︡Ϥ ϘϣϦσΜχΤṮ τḇαοΜϘβʻˢ σχΤʺ

ⱧỘּיΥ︡Ϥ ϘϤΥάσΜⱲḧ Ϭ ΰοʺ︡Ϥ ϘϤϬ ϦοΜϥχΤψμΦϤΰϘδϭˣ

ϘθʺΩựψ Ϥˢ τ ᾖׄχЫϼЖЗиЖ ᾖ Ϥ ˣϞ ⁯ Ϥˢ ⁯ʾợ♇

ˣπʺ ϯЅϯʺ ϯЅϯʺ ⁯ϯЅϯὉχᵰ״ ρ◘ϩϦϥ ˑΥ֫ βϥЛ˔ХиЮАЕʾЗр

Н˔ ΰχЯЧАЕˢⱲ 60km/h δϥЌϱФˣΥʺ Ϭ “ΰθϤ ‹χᴅ τ μ₅ϭπ

Ψϥσςʺ τḾᾑσ ệΥᾋϣϦϘβʻὕ╔τ ΰθάρΥΚϤϘβΥʺ֫ Υὕ╔ḂϬᾋνΪיּ

ϥρЧЍи “τ Ϥ Πο︡Ϥ ϘϤϬ ϦοΰϘΞθϛʺלם σ ΥήϦοΜσΜ ệπβʻ

ᾝ χ♆πϜ ˑ ӗϬḇαοΜϥϕςπʺ ⁿχ ꜛ σ Ϟ‰ ʺיּ ήσΣ◓ τρμοψή

ϣτ ᶨΰξϣΜḕẽιρ◘ΜϘβʻ ӽχӗ ᶎ χθϛʺὕ╔ρ ὀΰʺˢ Ϭḯϛθˣ כּ

Ϟ ЯЧАЕχᾗᶊσ︡Ϥ ϘϤϬếᴟΰοΜθιΪϦω`Μπβʻ

Ύ64☼├1-1ˮ θσЯРзГϰ ΰΪχיּ

ṛ︡Ϥ ϙ˯Ϟ Ύ65ˮꜛ τḩβϥи˔иכּ

χ Ϟ כּ τΰΪθἴ ˯Ϭ ΰν

νʺῖ Ḛ ♪πΚϥὕיּ ρϜ ὀΰσΥϣ︡Ϥ

ϭπΜΦϘβʻ

C

8
1.Ỹ τ

Ϭ βϥ

ϵзϯτ ϭπΜϘβΥʺ Ϭꜛ πכּ “ΰʺ τЦиϬיּ“ ϣβ Υ ΨΜϘβʻ

ΥỉΜράϧΥ Μχπʺ ήσ◓ςϜτϐνΤϥχπψρ ӗπβʻ

כּ τꜛ כּ й˔рΥΚμοϜ► ΰσΜ Ϟʺּכ ιρẄ τσϥΤϣΤʺḋΠο Ϭ► ΰοΜ

ϥχπψρΜΞ ϜΜϘβʻ

ψ Υיּ“ πΚϥρΜΞᾖ ϬỸΤϣϯЗϳрІβϥʺỸϞὕ╔τϢϥ︡ ϤϬếᴟβϥρΜμ

θ ├Ϭ︡μοΜθιΦθΜπβʻˢ ΰ ΥγϦϘβΥʺ χ17:30τ ṹנχ ♁ϯЗϳрІϬ

ΰοΜϥΤρ◘ΜϘβʻ α Ϭ ⁭τ βχπψσΨʺ Ὧḯϛʺ ˑσ Ӫ᷾ṞϬ Ⱳτ

ΜθιΦθΜπβʻˣ

έ◙ ΜθιΜθϢΞτʺꜛ כּ ϒχיּ “

и˔иʾЫЗ˔χ ʾἴ Ϟꜛ כΥּכּ Ϭӗ

πᵙ τ ϦϥϢΞσꜛ כּ “Ἃḧχḕẽ Ϝ

ιρ ꜡ΰοΣϤϘβʻ ὓᵊχ τΚθμ

οψʺὕ╔ ρϜ ὀΰο︡Ϥ ϭπΜΦϘβʻ

C

9
1.Ỹ τ

Ϭ βϥ

p52   ͎-3 ˰ ϺАϼЩ˔Жχ ẉ ệ˱χᵤᵰπχ ϺАϼЩ˔Жχ ψ2019 πᾥβΧϥʻО

зϞϷ˔ІЕжзϯπψỨ♁τσμθψγʻḾᾑσχπ ᾢήϦοΜϥ ϬΦκϭρ ϓϥϓΦπβʻ

ΜθιΜθέӪᾋϬ ϘΠʺ p52,53χ ϺА

ϼЩ˔ЖχⱧ Ϭ2025 Ⱳ χ τ  ΰϘΰ

θʻ

A

10
1.Ỹ τ

Ϭ βϥ

♆ψʺ ỠϞӱ τꜛ ϬϢΨכּ ΰοΜϘβʻ

Ϭ Ϟΰοʺ ήδοϕΰΜπβʻם

Ỡπꜛ Ϭ►Ξכּ τψʺỠ Ⱳḧ τ ϛοΣΪϥράϧʺϘθ Μ Ϟ ⱧϬↄϘδθϤβϥḧτ

ϛοΣΪϥ ІЧ˔Іσςπβʻ

Ỹ χ Ϭ ϘΠθ σ ẉό ρσ

ϥϢΞʺ ḕẽϬ ΰοΜΦϘβʻ
C
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ᶆ ᶉ ᵫᶆᵬᶪ ᵇᶱ ᵶᴲ ᶍ ᶄᵮᶩᶱ ᵶᶅ

ᵬᶝᵶᵾᴳ 

ᶍ ᶇᵶᶅᶎᴲ ᵪᶨ ᵮ ᶱ ᶊᴲ ᴴ ᴴ ᶍטּ ᶆᵡᶪᵲ

ᶇᵪᶨᴲ ╓ᵪᶨᶍ ᵫ ᵣᵲᶇᵫ ᵱᶨᶫᶝᵸᴳᶝᵾᴲ ╓ᶆ ᵫ ᵶ

ᶅᵣᶪᵾᶠᴲ ᶇ ᶱ ᶞ ᶮᵺᵾ┌ ᵫ ᵮᴲ ᶍ ᶇ ᶘᶅᴲ

ᵫ ᵣ ᶇᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳ 

╗ ᴲ ᶊᶎᴲ ᶊᶧᶪ ᶍ ᵫ ᵶᶅᵩᶩᴲנּ ᶍ↨ ᶣ ḳᴻ

ḳᴴḦḒᴻᶍ ᵫזּ ᶇᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳᵼᶍᵾᶠᴲ ֩2026 ֪ ᵪᶨᴲ ᶍ

┴ ᶍ ᶩ ᶝᶩᶇᵶᶅ ᵫ ᵴᶫᶝᵸᴳᶝᵾᴲ ֩ 23 ֪ ᶍ

ᶆᶎᴲ ᶍ ḳᴻḳ ᵫ ᵴᶫᵾᵲᶇᶊᶧᶩᴲ ᷂ḋ᷄Ḥᴻḑᶱ

ᶎᵷᶠᶇᵸᶪ ᵾᶉḪḛḲḎᶸᶍ ᵫ ᶲᶆᵣᶝᵸᴳ ᶎᴲ ᵾᶉḪḛḲḎᶸᶇ ᵶᵾ

ᶄᵮᶩᴲ↨ ᶍ ᶍ ᵫ ᶠᶨᶫᶝᵸᴳ 

ᵲᵥᵶᵾ ᵪᶨᴲ ᶍ ᵫ↨ ᶆ ᶊ ᶆᵬᶪᶧᵥᴲ ᶍ

ḕḋḐḷᴻ᷄ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᵶᵾ ᶱ ᶠᴲᵆ

ᵇᶍ ᶊ ᶩ ᶲᶆᵣᵬᶝᵸᴳ 
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.   ᶍ∞ ᶄᵰ 

ᶎᴲ ֩ . ֪ᶊ ᵸᶪᶇᶇᶡᶊᴲ ᶣ ᶍ ᶱ ∏

ᵶᴲ ֩ . ֪ᶊ ᵱᶪ ᵆ ᶇ ᵫ ᵶᴲ ᵸᶪᶝᶀ

ᶩᵡᶔᶫᶪᴲ ᶍ ᵇ ᶒ Ḧḁḇᴻḟḱḻ֩ . ֪ᶊ ᵱᶪᶝᶀᶄᵮᶩᶍ

ᵆᶃᶉᵫᶪ ᴴᶝᶀᵫ ᶩᶉᵸ ᶉ ᶍּל ᵇᶱ ᶍ ᶊᶧᶩ ᵸ

ᶪ ᶱ ᵶᶝᵸᴳ 

ᶊᵡᵾᶂᶅᶎᴲᵆ ᷁ᶹḑḱᶹḻ֩ . ֪ᵇᶣᵆ

֩ . ֪ᵇ ᶍ ᶍ ᶇᶍ ᶱ ᶩᶝᵸᴳ 

ᶝᵾᴲ ᶎᴲ ᶱ ᶊ ᵸᶪᵾᶠᶍ ᶍ ᶱ ᵸᵆ

ḕḋḐḷᴻ᷄ ᵇᶱ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ ᶍ ᶱִי ᶊ ᵶᶅᵣᵮᵲᶇᶆᴲ

ᶍ ᵫ↨ ᴴ↨ ᵪᶃ ᶊ ᶆᵬᶪᶝᶀᶱ ᵶᶝᵸᴳ 

 

 
 -1 ᶍ∞ ᶄᵰ 

  

R5.3

H25.12
H31.3

R4.6

─ ─

─ ─

R6.6

R3.5

R3.5

R3.5

H29.5

R3.5

Ⱡ♇♩꞉כ◒
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.   ᶍ ╓ 

ᶍ ╓ᶎᴲ ╓ᶇᵶᶝᵸᴳ 

 
 

 -2 ╓ 

ֹ ╪ ᶱ ᶊ  

 

.   ᶍ  

ᶎᴲ ֩ ֪ᵪᶨ ֩ ֪ᶝᶆᶍ ᶇᵶᶝᵸᴳ 

 

 -1 ᶍ  
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.   ᶍ  

ᶆᶎᴲ ᶊּנᵧᶅᴲ ᶊ ᵴᶫᶪ ᵾᶉḪḛḲḎᶸᶆᵡᶪ

ᶡ ᶇᵶᶝᵸᴳ 

ᶎᴲ ᶆᶎᵆ ᵇᶊ∞ ᶄᵰᶨᶫᶅᵩᶩᴲᵆ ᶍᶉᵪᶝᵇᶆᵸᴳ ᶱ

ᵸᶪᶇᵬᶎᴲ ᵫ ᶆᵸᴳ ᶊᵩᵰᶪᵆ ᵇᶊᶎᴲᵆ ᵇᶍ ᴲḲḬ

᷀ᴻ ᴲ ḇ᷿᷄ᴻᴲḇḻḏḨ ᶉᶈᶍ ᵫᵡᶩᶝᵸᴳ ᶎᴲ

ᶊᶧᶩ ᶍ ᵬᵴᶣ ᵫ ᵴᶫᶅᵣᶝᵸᴳ 

ᶎᴲ◖ ᵫ ᶆ ∙ ᶆᵡᶫᶏ ᶆᵬᶝᵸᴳḒḻḘᴻ

ḟḴᴻḐᵫ ᶆ ᶎ / ᶝᶆᶇᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳ ᶱ ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶩᶝᵺᶲᵫᴲ

/ Ḫᴻḑᶊᵸᶫᶏ ᶍסּ ᶎ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶝᵸᴳ 

ᶊ ᵴᶫᵾ ᵾᶉ ᷁ḁ ᶊᶧᶩᴲ ᶍḘᶹ᷄ᶍזּ∙ ᴴ ᵫ

ᶇᶉᶪᵾᶠᴲᵆ ᵫ 0.050 ᶱ ᵧ 0.125 ᶆᵡᶩᴲᵪᶃᴲזּ∙ ᶱ 4.0 זּ∙

ᶊ ᵶᵾᶡᶍᵇᶱ ᶆ◖ ᶆᵬᶪᶧᵥᶊ ᵫ ᵴᶫᶝᵶᵾ֩ ᵪᶨ ֪ᴳ 

ᶉᵩᴲ ᶍ ᶆᵡᶪᵆḪḢḋḐᵇᶉᶈᶍḢḈḳ ᵬ Ḙᶹ᷄ᶊᶃᵣᶅᶎᴲᵆ╗

ᵇᶇᵶᶅ ᵾᶊ∞ ᶄᵰᶨᶫᴲ◖ ᵫ ᶆᴲḠḳḩḋḐ ᶡ ᶇᶉᶩᶝᵶ

ᵾᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ă ᶍ ᵬᵴ  

╗ ᶍ ᵬᵴᶎᴲ ᶊ ᵱᶪ ᵴ ᶒ ᶱ ᵧᶉᵣᵲᶇᴳ 

    ᶹ ᵴ ḃḻḉḩᴻḐḳ 

 ḵ    ḃḻḉḩᴻḐḳ 

 ᶍ ᶎᴲ ᶊ ᵱᶪᶡᶍᶆᵡᶪᵲᶇᴳ 

 ᶹ ∙ּזᶍ ᶆᵡᶪᵲᶇᴳ 

 ḵ ᶱ ᵶᶅᵣᶉᵣᵲᶇᴳ 

 ḗ ╗ᶍ◖ ∙ ᶍ ֩ ᶱ ᵮ֪ᶱ ᵧᶅᵣᶉᵣᵲᶇᴳ 

    ḓ ᵫ ⌐ᶊ ᶆᵬᶪ∞ ᶊᵡᶪᵲᶇᴳ 

    ḣ ᶊ ᶱ ᶛᵸᵩᵼᶫᵫᵡᶪ♩ ᶉ ᵫᶉᵣᵲᶇᴳ 

 

 -3 ᶊᵩᵰᶪ ᴴ ᶍ∞ ᶄᵰ  

כ◌ꜘꜞ

(∞⇔)

Ǳǰ

כ◌ꜘꜞ

Ǳǰ

─ ─ ≢
↕╣√ ה ╩ √∆ β

כ◦◒♃

♃fi♦ⱶ

∑
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 -2 ᶍ  

ה Ᵽ▬◒⁸
ꜟ♄Ɑה ⅝

Ᵽ▬◒ (
⸗Ɑ♇♩) ⌂≥

60km/h

50ccⱣ▬◒
◐♇◒

Ⱳכ♪

30km/h20km/h
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.   ᵸᶪ ᴴ ᶍ  

֩ ֪ ᶍ  

֩ ֪ᶎᴲ ᶱ ᶠᴲ ᶍ ᶱ ᶨᵪᶊᵶᴲ

ᶍ ᶇᶉᶪ ᶱ ᶠᶪᶇᶇᶡᶊᴲ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶊᶧᶩᴲ ᶍ

ᶱ ᵪᶃ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶱ ᶇᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -4 ᶍ  

ֹ ↨ ᶆ ᶉ ᶍ ᶊ ᵸᶪ≠╢ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

  

ͦ  

 

ͦ  

ͦ  

Å ᶎᴲ טּ ᶱ ᵶᶉᵣᶡᶍᴳ ᶊᵩᵣᶅᶎ ᶆᵡᶪᶡᶍ 

Å ∟ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᴴ ᶍ ᴲ ᴴ ᶉ וֹ  

Å ᶊᵩᵰᶪ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶍ  

Å ↨ ᶍ  

ᶍ ᶱ ᴴ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᶱ ᶇ∞ ᶄᵰᶪ 

 

Å   ֹ ᶍ ᶱ ᴴ ᶊ  

Å  ֹ ᶇ ᶊ ᵶᴲ ᶊꞌᵷᵾ ᶱ  

Å  ֹ ᶇ ᶇᶍ ᶍ ᶊ ᶠᶪ 

Å   ֹ ᴴ ᶍ ᶗᶍ  

 

Å           ֹ ᶊ ᵶᴲ ᶱ ᵶᴲ ᶊ  

Å ᴴ ֹ ╓ᶍ ᶊꞌᵷ ᶱ ᶠᶪᶧᵥ ᶠᶪ 

ᶍ ᴴ  

Å ᶱᵆ ᶍ ᵇᴲ ᶱᵆ ᵇᶇᵸᶪ 
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֩ ֪ ᶱ ᶪ ᶊ ᵸᶪ ᶒ ֩ ֪ 

ᶍ ᶊᵩᵣᶅᶎᴲ ·ᶉ ᶍ ᶱטּ ᶝᵧᶃᶃᴲ ᶱ

ᶍ ᵪᶨ ᵸᶪᶡᶍᶇᵶᶅᴲ ᶒ ᶱ ᶠᶅᵣᶝᵸᴳ 

֩ ֪ᶎᴲ ᶇ ᶍ ᶱטּ ᶝᵧᴲᵆ

ᵇᵆ ᵇᵆ ᵇᵆ↨ ↨ ᵇᶍ ᶃᶍ ᶊ ᶄᵮ ᶱ ᶠᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

 -5 ᶊ ᵸᶪ ᶍ ᶒ  

ֹ ᶍ ᶊ ᵰᵾ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

  

( )(R3.5)

Å ḐḲḋḟᶍ ᶗᶍ

CO2ᶍ ᴴ ᶍ

Å ᴴ ᶍ↨

Å ᶎᵷᶠ ᶍ↨ ≥

Å ᶍ↨

Å ᶊᵩᵰᶪ ᶍ

Å ᶍḃᴻḝḎᶸḕḋḐ

↨ ᴴ↨ ᶍ

Å ᶄᵮᶩᶗᶍ ᶍ

ᶍ

Å ╓ᶍ ᶍ

╓ ᶍ┐ ᴴ

Å᷊ᶹ᷄ḳḌᴻḲḂḨᶍ ᴴ

ᶍ

ᶍ

ᴴ
ᶍ

ᶍטּ

ᶒ ᶍ
טּ

ᶍ טּ

ᴴ ᶍ ᶉ

ᴴ ᶣ ᶉᶈ ᶍ

ᴴ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶍ

ᴴ ᶉᶈ ᶇᶍ

ᴴ ᶍ

ᴴ ᶍ↨ ᴲ ᶇᶍטּ

ᴴ ᶍ

ᴴ ᵣ ᶆᶍ᷊ᶹ᷄ḳḁḥᴻḌ

ᴴ ᶱ ᵶᵾ ᶄᵮᶩᶍ

ᴴ ᶍ

ᴴ ᴴ ᶍ

ᴴ᷊ᶹ᷄ḳḳᴻḐᶍ

ᴴ ᶍ

ᴴ ᶍ ╔

ᴴ ᶉ ᶍ ᴴ

ᴴ↨ ≥ ᶍ ᴴ

ᴴ ᶊᵩᵰᶪ ↨ ╔

ᴴ ᶍ ᶉ

ᴴ ᶍ ᴴטּ ᶗᶍ

ᴴ ᶗᶍּנ

↨ ↨
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֩ ֪ ᷀ᴻḤḻḓḭᴻḐḱḳᶍ ᶊ ᵰᵾ ᶍ ᶩ ᶞ 

᷀ᴻḤḻḓḭᴻḐḱḳᶍ ᶊ ᵰᶅᴲ ᶎ ᶊᵆ

ᶍ טּ . ᵇᶱ ᵶᶝᵶᵾᴳᵆ ᶍ ᵇᶎ ḟḵḀᶼ᷄Ḑᶊ∞

ᶄᵰᶨᶫᶅᵩᶩᴲ ᶍ ᴲ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶍ ᴲ ᶍ

ᶉᶈᶍ ᶩ ᶞᶊᶧᶩᴲ ֩ ֪ᶆ - ᶱ ᶇᵶᶅ

ᵣᶝᵸᴳ ∙ ᶎᴲ ᶍ ᶍ ᶣ ᶇᶍᵴᶨᶉᶪ

ᶊᶧᶩᴲ↨ ᶆ ᶊ ᶱ ᶆᵬᶪ ᶇᵸᶪᵲᶇᶆᴲ ᷀ᴻḤḻḓḭᴻḐḱḳᶍ

ᶱ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -6  

ֹ ᶍ טּ . ֩ ֪  

 

 

 -7 ᶊᶧᶪ ḟḵḀᶼ᷄ḐӤ֩ ᶍ ֪ 

ֹ ᶍ טּ . ֩ ֪  

CO2

15.2%
20.0%

1,247km
12,000km
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֩ ֪ ᷊ḁḎḒḞḳᴴḲ᷀ḘḲᴻᶊ ᵰᶅᴲ ¨  

֩ ֪ᶎᴲ ᵸᶘᵬ ᶱᵆ ᶡᵫ ᶱ↨

ᴴ↨ ᴴ ᶊ ᶆᵬᶪ ᶄᵮᶩᵇᶇᵶᶅᴲ ᵸᶘᵬ ᶱ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

à ᵸᶘᵬ á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -8 ֩ . ֪ᶍ ᵸᶘᵬ  

ֹ ֩ . ֪ᶱ ᶊ   

 

ù ᶱḕḋḐḷᴻּ᷄טᵸᶪᶇᶇᶡᶊᴲ ᶣ ᴲ ᶣ 

  ᴲ ·ᶉ ᶊ ꞌᵶᵾ ḁḢᴻḁᶱ ᵸᶪᶉᶈᴲ 

  ↨ ᶆ ᶉ ᶍ  

ù ᶍ ᶣ ᶍ ᶱ ᶪᵾᶠᴲ ᵫ ᶞᴲ 

  ᶗᶍ∟ ᵫ ᵶᵾᴲ ᶡᵫ ᶊ ᵶᵾ┌ ᶱ 

  ᶆᵬᶪ ᶍ  

ù ╓ ᶊꞌᵷᵾ ᶇᶍ ᶊᶧᶪᴲ ᶡᵫ ᵣᶣᵸᵮ ᶉ┌ ᶱ 

סּ   ᶇᵸᶪ ᶍ  

ù ᶣ טּ ᶍᶝᶀᶄᵮᶩᶇ ᵶᵾ ᶍ 

  ᶍ ᶊᶧᶪᴲ ᶍ ᴴ ᶉ ᶍ  

 

ù Ⱨᶍ ᵫ ᶞᴲ ·ᶍ ᶍ ᶱ ᵶᶉᵫᶨ 

  ᷊ᶹ᷄ḳḁḥᴻḌᶱ ᵶᶠᶪ ᶍ  

ù ֩ ֪ᶣ ᶊᵩᵣᶅᴲתּ ᵶᶞᶉᵫᶨ◖ ᶱᵸᶪᵲᶇᶊᶧᶩ ᶍ 

  ᶉ ᶱ ᶪᵾᶠᴲ ᶉ ᶊᵩᵰᶪ᷊ᶹ᷄Ḳḻ᷅ ᶍ  

ù ᶉ ᶞᶣ ᴴטּ ᴲ ᶉᶈᵫ ᵶᵾ ᶱ ᶆ 

  ᶪᵲᶇᶊᶧᶩᴲ ᶱ ᶫᵾ ᶍ ·ᵫ ·ᶉ  

ù ᶿḲḻḜḋ᷄ᴴḙḱḲḻḜḋ᷄ ᶱ ᶇᵶᶅᴲ 

  ᵫ ᶊ ᶆᵬᶪ ᶍ  

ù ᴴ ᴴ ᵫᵩ ᵣᶍ ḳᴻḳᶱ ᵶᴲ 

  ᵸᶪ ᶍ  

ù ᴲּק ᴲ ╓ᴴ ᵫ ᶆ ᶍ↨ ╔ᶱ ᶠᶪᵲᶇᶆᴲ 

  ᶡᵫ↨ ᴴ↨ ᵶᶅ ᶆᵬᶪ ᶍ  

 

 

↨ ᴴ↨  
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à ᵸᶘᵬ á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -9 ֩ . ֪ᶍ ᵸᶘᵬ  

ֹ ֩ . ֪ᶱ ᶊ  

  

ù᷊ᶹ᷄ḳḁḥᴻḌ ᶍ  

ù ᶄᵮᶩᶍ  

ù ᶍ  

ù ᶉ᷊ᶹ᷄Ḳḻ᷅ ᶍ  

ù᷊ᶹ᷄Ḳḻ᷅ ᶍ  

ù ᶗᶍ ᶍ  

1.  

.  

.  

.↨ ᴴ↨  

·ᶉ ᶆ ᵫ ᵴᶫᶪ  

ᶆ ᶊ ᵶᵾ ᵫ ᶫᶪ  

ᶍ ᵫ ᶆ ᶱ ᵶᶠᶪ  

↨ ᴴ↨ ᶊ ᵫ ᶆᵬᶪ  

ù↨ ᶍ ᵣ ᶍ  

ù ᶍ ᶍ  

ù ᶍ↨ ᶍ  

ù ᶊᵩᵰᶪ ↨ ╔ᶍ  

ù ᶊᵩᵰᶪ ᶍ  

ù ᶍ ᶉ  

ù ᶉ ᶍ  

ù ᷿ᶼᶷḲḻ᷅ᶍ  

ù ╓ᶍḓᴻḂᶊꞌᵷᵾ ᶍ  

ù ᶍ  

ùᶝᶀᶄᵮᶩᶇ ᵶᵾ ᶉ ᶍ  

ù ᶉḓᴻḂᶊ ꞌᵶᵾ ᶍ  

ᶍ  

Ⱨ ᷊ᶹ᷄Ḳḻ᷅ḳᴻḐᶍ  

ḦḋḟḣᴻḨḢᴻḀ 

ḠḳḩḋḐ ḲᴻḝḴḋḐ 
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֩ ֪  

֩ ֪ᶎᴲ ᶍ ᵪᶨ

ᵫ ᵶᴲ ᷈ḵḒᶻᶹḳḁ ᶊᶧᶪ☼ ᶉᶈᴲ ᶱ ᶩ ᵮ ᵫ ᵬᶉ ᶱ

ᵧᵾᵲᶇᵪᶨ ᵶᶝᵶᵾᴳᶠᵵᵸᶘᵬ ᶱᵆ ᶇ ᵫ ᵶᴲ ᵸᶪᶝᶀ ᶩᵡ

ᶔᶫᶪᴲ ᶍ ᵇᶇᵶᴲᶠᵵᵸᶘᵬ ᶱ ᵶᵾᶝᶀᶇ ·ᶍ ᶨᵶᶍ ᶱᵆ

ᶍ ᵇᶇᵶᶅ ᵱᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

<ᶠᵵᵸᶘᵬ > 

 

 

 

 

< ᶍ ᶒ ᶊ ᵸᶪ᷂ᴻḷᴻḑ> 

 

 -10 ֩ . ֪ᶍ  

ֹ ֩ . ֪ᶱ ᶊ  

  

ù ᶉḱᶹḝḁḇᶹḳᶣḱᶹḝḁḎᴻḀᶊꞌᵷᴲ↨ ᵶᶅ ╔ᶅᵫᶆᵬᶅᵣᶝᵸᴳ
ù ᵸᶘᶅᶍ ᶈᶡᵾᶀᶍ ᶣ≥ ᵫ ᵴᶫ ᶊ╔ᶝᶫᶉᵫᶨᴲᵸᵮᵸᵮᶇ
ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ

ù ᵩ ᵣᶊ ᵧᵡᵣᴲ ᶑᶇᶩ ᶩ ᵴᶫᶪᵲᶇᵫᶉᵮᴲ ᶨᵶᵮᴲ ᵶᵾ
ᶱ ᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶅᵣᶝᵸᴳ

ù ♥ ᶉ ᶍᶡᶇᴲᵣᵬᵣᵬᶇ ᶊ ᶨᵶᶅᵣᶝᵸᴳ
ù ᶊᶮᵾᶩ ᶒᶣḁḥᴻḌᶊ ᵶᶟᵲᶇᶆᴲ ᵶᵾ ᶱ ᶫᶪᶧᵥᶊ
ᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳ
ù ᶣ ᴲ טּ ᶊ ᶫᴲ ᵰ ᵭᴲ ᶲᶆᵣᵮᵲᶇᶆᴲ ᵫ ᵪᶊᶉᶂᶅ
ᵣᶝᵸᴳ

ù ᶉ ᶊᶧᶩᴲ ╓ᵫᵥᶪᵩᵣᴲ ᵪᶉ ᶨᵶᶱ ᶆᵬᶅᵣᶝᵸᴳ
ù ᶇᶍᶃᶉᵫᶩᵫ ᵷᶨᶫᴲ ᵧᵡᵥᵲᶇᵫᶆᵬᶅᵣᶝᵸᴳ

ù ᶉ ᵫ ᶊ ᵴᶫᴲᵲᶍᶝᶀᶊ₲ ᶣ ᶩᶱ ᵷᶅᵣᶝᵸᴳ
ù ᶊᶣᵴᵶᵣᶝᶀᶄᵮᶩᶊᶧᶩᴲ ᶆ ᶉ ᶱ ᶂᶅᵣᶝᵸᴳ
ù ╓ ᶱ ᶝᵧᵾ ᶉ ᶣ ᶊ ᵧᵾ ᶍᶡᶇᶆᴲ ↨ ᵶᶅ
ᶨᵸᵲᶇᵫᶆᵬᶅᵣᶝᵸᴳ

╔ᶅᴴᵮᶨᵶ
ᴴ ╔

ᴴḁḥᴻḌ

ᶆ ᶉ

ᶉ
ᴴ

ᶣᵸᶨᵭᶱ ᵷᴲ↨ ᵶᶅ ᶊ ᶨᵺᶪᶝᶀ

ᵣᴲᶃᶉᵫᶩᴲ ᶇᶊᵭᶮᵣᶍᵡᶪᶝᶀ

ᶨᵶᵮ ᶣᵪᶊ ᶨᵶᴲ ᶆ ᵶᵡᵧᶪᶝᶀ

ᶍ
ᶊ ᵸᶪ

᷂ᴻḷᴻḑ

Å ↨ᵫ ᵣᶝᶀ 

Å ᶊ ᵣᶝᶀ 

Å ᶆ ᶀᶧᵮ ᶆᵬᶪ

ᶝᶀ 

Å ᶣ ᵫᶉᵣᶝᶀ 

ᵆ ᶇ ᵫ ᵶᴲ ᵸᶪᶝᶀᵇ 

ᶩᵡᶔᶫᶪᴲ ᶍ  
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֩ ֪ Ḧḁḇᴻḟḱḻ 

1֪ ᶍ  

Ḧḁḇᴻḟḱḻᶎᴲ ᶊ ᶄᵮᶝᶀᶄᵮᶩᶍ ∞ ᶆᴲ

ᶊ ᵶᶝᵶᵾᴳᵆ ᵪᶨ ᶗᶇ ᵶᵾᵇᵆ ᵇᶍᶝᶀᶄᵮᶩᶱ ᴲ ᶱ

ᶇᵶᵾᶝᶀᶍ ᴴּל ᴴ ᶱטּ ᵶ ᶱ ᵪᵶᵾᶝᶀᶄᵮᶩᶱ ᴲ ᶍ ᴲטּ

ᶝᶀᶄᵮᶩᶍ ᶊטּ ꞌᵸᶪᵲᶇᶱᴲ ᶍḥᶹḻḐᶇᵶᶅᴲᶝᶀᶄᵮᶩᶍ ᶣᶝᶀᶄᵮᶩ

ᶍ ᶱ ᶠᶅᵣᶝᵸᴳ 

àᶝᶀᶄᵮᶩᶍ á 

 

 

àḎᴻḦ ᶝᶀᶄᵮᶩᶍ á 

 

 -11 Ḧḁḇᴻḟḱḻ֩ . ֪ᶍ ᶍ  

ֹ Ḧḁḇᴻḟḱḻ֩ . ֪ᶱ ᶊ   

ᶃᶉᵫᶪ  

ᴴᶝᶀᵫ ᶩᶉᵸ ᶉ ᶍּל  
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2֪ ᶽḲᶷ 

ᶊᵩᵰᶪ ╓ ᶣ ∙ ᶍᶝᶀᶍ ᶩ ᶀᶍⱲ ᶱ ᶝᵧᴲ ᶱ

ᶊ ᶃᶍ ᶽḲᶷᶱ ᵶᶅᵣᶝᵸ֩ӡ ᴴ ᴴ ᶽḲᶷᴲӢ ᴴ ᴴ

ᶽḲᶷᴲӣ ᶽḲᶷ֪ᴳ 

ᶝᵾᴲ ᶃᶍ ᶽḲᶷᶱᵴᶨᶊ ᵶᵾᴲטּ ᶃᶍ ╓ ᵫ ᵶᶝᵸᴳ 

 

 

 -12 Ḧḁḇᴻḟḱḻ֩ . ֪ᶍ ᶽḲᶷᶇ ╓  

ֹ Ḧḁḇᴻḟḱḻ֩ . ֪  
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֩ ֪ ᷁ᶹḑḱᶹḻ 

᷁ᶹḑḱᶹḻᶎᴲ ᶊᴲᵿᶫᶡᵫ↨ ᶆ ᶊ ᶱ

ᶆᵬᶪᵾᶠᶊᴲ ᶍ ᶍ ᶉ ᶇᵶᶅ ᵶᶝᵶᵾᴳ 

ᶊ ᶞᴲ ᵬᴲ ᶒᴲ ᵥᵸᶘᶅᶍ ·ᵫᴲ ᴲ ᴲ ᵣ ᴲ ᴲ ᴲḴ᷄Ḳ

ᶽᴻ᷿ḯḻᶉᶈ ᶉ ᶍᵾᶠᶊᴲ ᶉ ᶇᵶᶅᴲ↨ ᶆ ᶊ ᶱ ᶆᵬ

ᶪᶝᶀᶱ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳᵼᶍ ᶍᵾᶠᶊᴲᵆ ᵶᵮ ᶪᵇᶱḡᴻḁᶇᵸᶪ ᶃᶍ ᶱ ᶇ

ᵶᶅ ᶠᶝᵶᵾᴳ 

à á 

 

 

 

 -13 ᷁ᶹḑḱᶹḻ֩ . ֪ᶍ  

ֹ ᷁ᶹḑḱᶹḻ֩ . ֪  

à ᶊ ᶄᵮ á 

 

 -14 ᷁ᶹḑḱᶹḻ֩ . ֪ᶍ ᶊ ᶄᵮ  

ֹ ᷁ᶹḑḱᶹḻ֩ . ֪ᶱ ᶊ  

Ö ǞǢǊǾ× ÖǀǔȆǛǛǴǾ× ÖǲȆǝǚǗƾƹ×

↨ ᶆ ᶉ ᶍ ᵡᶪ ᶍ ᵶᵮ ᶉ ᶍ

Ö ǊǂǱǵǾ×

ḳᴻḳᴴḦḒᴻᶱ ᶪ↨ ᶉ ᶍ

Å ḕḋḐḷᴻ᷄ᶍ
Å ᶍ ᵧ

ǞǢǊǾ

Å♯ ᶍ ᶍ
Å ᶣ ᶉᶈᶱ ᵶᵾ ᶍ
Å ᶊ ᵸᶪ ᶍ
Å╗ ∙ ᶍ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ᶍ
Å ᶍ ᶣ◖☺ᶗᶍ ᶍ
Å ᶍ ᶇ
Å ᶍ∏ ᴴ ᷊ᶹḻ ᶉᶈ ᶍ ᶍ

ǀǔȆǛǛǴǾ

Å᷈ḧḭḓḎᶸ᷊ᶹ᷄ḳᶍ
Å ᶣ ᶊᶧᶪ ᶍ ᶍ

ǲȆǝǚǗƾƹ

Å ᴲ ᶇ ᶊᶧᶪ ᶍ↨ ᶍḳᴻḳᴲḦḒᴻᶍ
Å ᴲ ᶉᶈ ᶇᶍ ᶊᶧᶪḳᴻḳᴴḦḒᴻᶍ
Å ◖ ᶍ
Å ᶍ ᶗᶍ↨ ◖ ᶍ
Å נּ ᶍ

ǊǂǱǵǾ

ᵆ↨ ᶆ ᶉ ᵫᶆᵬᶪ  ᵇ 
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֩ ֪  

ᶊᴲ ᵫ ᵸᶪ ᶱ ᶇᵶᴲ ᶡᵫ↨ ᴴ↨ ᴴ ᶊ ᶆᵬ

ᶪ ᶱ ᴴ┐ ᵸᶪᶇᵣᵥ ֩ḛḀḯḻ֪ᶍ ᴲ ᶱ ᵶᶝᵶᵾᴳ 

1֪ ᶍ ֩ḛḀḯḻ֪ 

ᶎᴲ ᶣ ᴲ ᶉᶈᴲ ᶡᵫ↨ ᴴ↨ ᶊ ᶆᵬᶪᵲᶇᵫ ᶡ ᶆᵡᶩᴲᵼᶍ

ᶉ┐ ᶊ ᶩ ᶟᵲᶇᶎ ᶆᵡᶪ ᶍ ᶆᵸᴳ 

ᶝᵾᴲ ᶎᴲ ᶍ ᵴᶝᶍ ᶱ ᵧᶪ ᶆᶡᵡᶩᶝᵸᴳ 

ᵼᶍᵾᶠᴲ ᶍ ֩ḛḀḯḻ֪ᶱ ᶍᶧᵥᶊ ᶠᶝᵶᵾᴳ 

 

2֪ ᶍ  

ᶍ ֩ḛḀḯḻ֪ᶍ ᶃᶍ ᶱ ᵸᶘᵮᴲ ᶱ ᶠᶅᵣᶝᵸᴳ 

ᵆ ᶊᶆᶡ ᵶᵣ↨ ᶆ↨ ᶉ ᵇᶊᵩᵰᶪᵆ ֹ ᴴ ᴴ ᵫ ᶆ

ᵬᶪ↨ ᶆ ᶉ ᵇᶊᴲ ᶊ ᵸᶪ ᶱ ᶠᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 -15 ֩ . ֪ᶍ  

ֹ ֩ . ֪ᶱ ᶊ   

ֹ ᶡᵫ↨ ᶆ ᶊ ᵰᶪ ᶊ ᵶᵣ

ֹ ᴴ ᴴ ᵫ ᶆᵬᶪ↨ ᶆ ᶉ
ᴴ ╢ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ
ᴴ ╢ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ↨
֩ḒḛḦᴻ᷄ᴲḆᴻḻ30֪
ᴴ ᶇ ᶇ ᵫ↨ ᶊ ᶆᵬᶪ

ֹ ᶊ ᵮ ᶊᶡ ᶱ ᵸᶪ

1 ᵈ ᶊᶆᶡ ᵶᵣ↨ ᶆ↨ ᶉ ᵉᶊ ᵸᶪ

ֹ ᵣᶍᵡᶪ ᵶᵣ ᶱ ᶪ

ֹ ᶊ ᵶᵣ סּ ᵫ ᵣ

ᵈ ᶣ ᶊ ᵶᵾ ᵣᶍᵡᶪ ᵉᶊ ᵸᶪ

ֹ ╓ᶊ₲ᵴᶫ ᵴᶫᶪ

ᵈ ╓ᶆ ᵧᶪ ╓ᶍᵾᶠᶍ ᵉᶊ ᵸᶪ

ᵆ ·ᶍ ᶇ ᵣᶍᵡᶪ ᶨᵶᶱ ᵧᶪ ᵇ 

 ᶊᶆᶡ ᵶᵣ↨ ᶆ↨ ᶉ  

 ᶣ ᶊ ᵶᵾ ᵣᶍᵡᶪ  

 ╓ᶆ ᵧᶪ ╓ᶍᵾᶠᶍ  



 

16 

֩ ֪ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ  

᷁ᶹḑḱᶹḻᶱ ᶊ ᵶᶝᵶᵾᵫᴲᵼᶍ ᴲ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶍ

ᶊᶧᶪᵆ ᶉ┌ ᶍ ᵇᶣᵆ ᶍ ᵇ ᶍ ᶊ

ᵸᶪ ᵾᶉ ᵫ ᵷᶅᵣᶝᵸᴳ 

ᶝᵾᴲ ᶍḓᴻḂᶇᵶᶅᴲ ᶍ ᴴ ᴴ ᶆᶍ ᶊּנᵧᴲ

ᶇᶍ᷿ᴻḨḴḁᶉ ᶊᶧᶪ ᶉ ᶣ ᶆᶍ↨ ᶉ ḓᴻḂᵫ ᶝᶂᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 
 -16 ᶍ  

 

  

ᶍ
֩H25 ᷁ᶹḑḱᶹḻ֪

ṧ

ṧ

ᶉ ᶊᶧᶪ
┌ ᶍ

ᶍ

↨ ↨ ᶉᶝᶀᶄᵮᶩ
ᶍ ᶝᶩ

þ ᶍ ᶊ☼ ᵸᶪ ᵾᶉ ֩H25∙ ֪

ᶇᶍ᷿ᴻḨḴḁᶉ

ᶆᶍ↨ ᶉ

ᶊטּ ᵥ
ᶍּנ

þ ᶉ ḓᴻḂᶍ ᶝᶩ֩H25∙ ֪
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 ᶇ  

.   ᴴ  

֩ ֪  

1֪ ┌ᶇ  

ᶍ ᶎᴲ נּ ᶊᵡᶩᴲ ᶡ╥ᵬ ᵬ ᵫנּ ᵴᶫᶝᵸᴳ ᶊᴲ

ᵬ ᶩᶍ ᵣ ᶣ ╔ᶅ ֩ ֪ᵫ ᵮᴲ ᶍ ᶱ ᶠᶝᵸᴳ 

 

 -1 ᶍ ┌ ֩ ᶱ ᶟ֪ 

ֹ ᴲ  ᶇ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

 

 

 -2 ᶍ  ֩ ֪ 

ֹ ᶍ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

  

54,801
50,493

39,472
34,780 36,035

41,778
47,115

58,406

66,680
69,700

75,135
80,449

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

55
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60
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2
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7
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2010

27
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2

2020

7

2025

12

2030

17

2035

9%

9%

9%

8%

8%

8%

13%

12%

14%

17%

16%

17%

17%

17%

18%

14%

14%

14%

8%

8%

8%

7%

8%

7%

4%

6%

3%

1%

2%

1%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

68,755

34,343

34,412

0 9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59

60 69 70 79 80 89 90 99 100
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2֪ ᶇ  

ᶎᴲ ᶇ ᶘᶅ ᵫ ᶊ ᶉᵣᶇᵣᵧᶝᵸᴳᶝᵾᴲ ᶎ

ᶱ ᵶᶅᵣᶪᵾᶠᴲ ᵪᶨᶍ ᵫ ᶇ ᶘᶅ ᶊ ᵣᵲᶇᵫᶮᵪᶩᶝ

ᵸᴳ 

 

ă ᶊᵩᵰᶪᵆ ᴴ ᶊᶧᶪ ᵇᶱᵆ ᵇᴲᵆ ᶊᶧᶪ ᵇᶱᵆ ᵇᶇ  

 -3 ᶊ ᶠᶪ  

֩ / ֪ ֩ ֪ 

 -4 ᶍ  

ֹ ᶱ ᶊ  

 

ă ᶊᵩᵰᶪᵆ ᴴ ᶊᶧᶪ ᵇᶱᵆ ᵇᴲᵆ ᶊᶧᶪ ᵇᶱᵆ ᵇᶇ  

 -5  ᶒ ᶊ ᶠᶪ ֩ / ֪ ֩ ֪ 

ֹ ᶱ ᶊ   

86.1%

7.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

853,000
819,000

853,000
904,000

42,000
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260,486 

349,385 

243,883 

240,069 

211,444 

422,488 

301,599 

524,310 

288,088 

272,085 

748,081 

344,880 

355,213 

943,664 

584,483 

695,043 

217,475 

591,108 

453,093 

697,932 

752,608 

903,780 

633,390 

972,673 

793,528 

551,344 

353,648 

307,176 

582,156 

412,070 

633,813 

301,801 

281,971 

722,027 

325,767 

332,018 

854,838 

523,358 

619,375 

193,640 

498,067 

376,832 

571,717 

601,359 

7.4%

26.7%

26.8%

44.0%

44.2%

67.9%

68.8%

72.6%

73.2%

82.7%

95.5%

96.5%

103.6%

105.9%

107.0%

110.4%

111.7%

112.2%

112.3%
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⌐ ╘╢ /
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֩ ֪  

ᶍ ᶎᴲ ֩ ֪ᶍᵥᶀ ᶊ ᵴᵮᴲ ᶍ ꞉ᶊ∞ ᵸᶪ ᶎᴲ

ᶍ ðᶱ ᶠᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 -6   

ֹ ᶍ ֩ ֪ᴲ ᶱ ᶊ  

 

֩ ֪  

ᶍ ᶎ ᶉ ᵫ ᵫᶂᶅᵩᶩᴲ ᵫ ᵶᶣᵸᵣ ᶆᵸᴳ╗ ᶆᴲ

ᶍ ᶊᶎ ᴴ ᴲ ᵫᵡᶩᴲ ᶡ ᵮ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 -7 ᴴ ᶍ∞  

ֹ ╪ ᶱ ᶊ   

10.11

10.16

10.21

11.29

10.24

13.01

13.77

14.67

15.11

15.59

18.22

20.36
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   40  
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.    

֩ ֪  

ᶍ ᶎᴲ ᶱ ᶊ ᴴ ᶊ ᵴᶫᵾ ᶱ ᵥ ᶇᴲᵼᶫᶱ

ᵸᶪ ᵪᶨ ᵴᶫᶅᵣᶝᵸᴳ 

ᶽḲᶷᶎ ᴴ ᵫ ᶆ ᵫ ᵣ╗ ᴲ ᴴ ᴴ ᶽḲᶷᶎ

ᵫ ᵶᶅᵩᶩ ᵫ ᵣ ᵫᵡᶩᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -8  

ֹ Ḧḁḇᴻḟḱḻ֩ . ֪  
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֩ ֪ ֩ ֪ᴴ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳ 

ᶊᶎ זּ ᶇ ᵫ ᴴ ᶊ◖ ᵶᴲ ᶌ ╓ᶊ

ᵫ ᵴᶫᶅᵣᶝᵸᴳ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳḥᴻḐᶎ ᶊ ᵴᶫᶅᵣᶝᵸᵫᴲ ♯ ᶎ

ᶽḲᶷᶊ ᶘᶅ ￼ ᵫ ᶉᵮᴲ ᵫ ᶎ ᶆᵡᶪᶉᶈ ᶡ╗ ᵶᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זּ 9-  ᴴ ᴲ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳḥᴻḐ 

ֹ ᴲḑ᷈ḪᴴḘᶹ᷿᷄ᶼᶷ ᴲ   ᶱ ᶊ  

֩ ֪ ֩Ḙḁ֪ᴴ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳ 

╓ ֩ ᵯᶪᶝ֪ᶎᴲ ᶍ ᶒ ᶱ ᶊ◖ ᵶᶅᵣᶪ Ḙḁᶆ

ᵸᴳ ☺Ḙḁᶎ ᶱ ᶊᴲ ╓ ֩ ᵯᶪᶝ֪ᶎ ᶱ ᶊ◖ ᵴᶫᶅ

ᵣᶝᵸᴳᶝᵾᴲ ☺ᶍḘḁ ᶍ ᵮᶊᶎ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳḥᴻḐᶡ ᵮ ᵴᶫᶅᵩᶩᴲ ᶩ ᵧᶅ

ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬᶝᵸᴳ╗ ᶆᴲ ╓ ᶍḘḁ ᶍ ᶆᶎᴲḥᴻḐᵫ ᵶᶅ ᵶ

ᶅᵣᶉᵣ ᶆᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -10 Ḙḁᴲ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳḥᴻḐ 

ֹ ᴲḑ᷈ḪᴴḘᶹ᷿᷄ᶼᶷ ᴲ   ᶱ ᶊ  

N

N

 

    JR  

     

     

◦▼▪◘▬◒ꜟⱳכ♩ 

    ∟╟ↄ╢(♪◖⸗הⱣ▬◒◦▼▪) 

    HELLO CYCLING 

ₒ ₓ 

ₒ  x

Ᵽ☻  

     Ᵽ☻ 

     ( ←╢╕) 

     Ᵽ☻ ( Ᵽ☻  

     Ᵽ☻ (  

◦▼▪◘▬◒ꜟⱳכ♩ 

    ∟╟ↄ╢(♪◖⸗הⱣ▬◒◦▼▪) 

    HELLO CYCLING 
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֩ ֪ ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳ ֩ᶀᶧᵮᶪ [ḑ᷈ḪᴴḘᶹ᷿᷄ᶼᶷ] ֪ 

1֪  

ᶀᶧᵮᶪă֩ḑ᷈ḪᴴḘᶹ᷿᷄ᶼᶷ֪ᶍ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳḥᴻḐᶎ ￼ ᶊ ᵴᶫᴲ

ᶎ ᶊ ᶩᶝᵸᴳᶝᵾᴲ ᶇ ᵶᶅᵩᶩᴲ ᶩ ᶫᵫּס

ᶆᵸᴳ 

ăᶀᶧᵮᶪᶇᶎᴲ ḑ᷈ḪᴴḘᶹ᷿᷄ᶼᶷᶇ ᶱ ᵶᴲ ᵶᶅᵣᶪ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳ ᶍ ᶊᶉᶩ

ᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -11 ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳ  ֩ ֪֩ ᴴ  ∞ ֪ 

ֹḑ᷈ḪᴴḘᶹ᷿᷄ᶼᶷ ᴲ ᷈ḧḭḓḎᶸ᷊ᶹ᷄ḳ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

2֪ ḥᴻḐ 

ᶍ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳ ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ

│ᶉᶪḥᴻḐ ᵫ ðᴲ ╗ḥᴻḐ

ᵫ ðᶆᵡᶩᴲ│ᶉᶪḥᴻḐ ᶆᶍ

ᵫ ᶱ ᶠᶝᵸᴳ│ᶉᶪḥᴻḐ

ᶍ ᶍ ᶍ┌ ᶎᴲӡ

ą ᴲӢ ą ᴲӣ

ą ᶍᵣᵹᶫᶡ ð

ᶆᵡᶩᴲ ᵬᶉ ᶩᶎᵡᶩᶝᵺᶲᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ă ḥᴻḐᶍᵣᵹᶫᵪᶝᵾᶎ ᵫ ᶍḐḲḋḟᶱ  

 -12 ╗ḥᴻḐᴴ│ᶉᶪḥᴻḐ ᶍ  ֩ ֪ 

ֹ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶍ ḏᴻḇ֩ ֪ᶱ ᶊ   

ⱳכ♩
5%

Ÿ

27%

Ÿ

34%

Ÿ

34%

ⱳכ♩
5%

⌂╢ⱳכ♩
95%

N 166,855n=166,855

à á à á 
NN

 

    JR  

     

◦▼▪◘▬◒ꜟⱳכ♩ 

    ∟╟ↄ╢(♪◖⸗הⱣ▬◒◦▼▪) 

ₒ ₓ 

ⱳכ♩ ─  

1-50 
50-100 
100-150 
150-200 
200  

ⱳכ♩ ─  

1-50 

50-100 

100-150 

150-200 

200  

ₒ ₓ 
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3֪ ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶍ ᶊ ᵸᶪ  

ᶍ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶍ ᶊ ᵶᶅ ᵶᶅᵣᶪ ᶎᴲ ᶎ ᴲ ᶎ

ᶊᶇᶈᶝᶂᶅᵩᶩᴲ ᴲ ᶇᶡᶊᴲ ᵫ ᵣᶇᶎᵣᵧᶝᵺᶲᴳ 

 

 

 -13 ᶍ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶍ ᶊ ᵸᶪ  ֩ ֪ 

ֹ ᶊ ᵸᶪᶷḻ᷆ᴻḐ ֩ ֪  

 

 

 -14 ᶍ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶍ ᶊ ᵸᶪ  ֩ ֪ 

ֹ ᶊ ᵸᶪᶷḻ᷆ᴻḐ ֩ ֪ 

 

 

 -15 ᶍ᷿ᶼᶷ᷊ᶹ᷄ḳᶱ ᵶᶉᵣ  ֩ ֪ 

ă סּ  

ֹ ᶊ ᵸᶪᶷḻ᷆ᴻḐ ֩ ֪  

  

10% 20% 56% 10% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=519

╛╛ ≥∟╠≤╙ ⅎ⌂™ ╛╛

7% 13% 72% 6% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=400

╛╛ ≥∟╠≤╙ ⅎ⌂™ ╛╛

41%

17%

10%

12%

12%

11%

32%

2%

20%

3%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

─ ╩ ∫≡™╢⅛╠

⅜ ⅛╠⌂™⅛╠

⅜ ™⅛╠

⅜ ⅛╡⌐ↄ™⅛╠

╕√│ ─ ↄ⌐◦▼▪◘▬◒ꜟⱳכ♩⅜⌂™⅛╠

◦▼▪◘▬◒ꜟⱳכ♩─ ⅜ ⅛╠⌂™⅛╠

─ ─╒℮⅜ ∞⅛╠

⇔⌐ↄ™⅛╠

⅜ ∞⅛╠

◦▼▪◘▬◒ꜟ─ ╩ ╠⌂™⅛╠

∕─ n=333
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֩ ֪ ᶍ  

ᶍ ᶎᴲ ᶱ ᶊ ᵴᶫᶅᵣᶪᶡᶍᶍᴲ ḒḛḦᴻ᷄ᴴḒ

ḛḱᶹḻᶆᶍ ᵫ ᶱ ᶠᶪ ᶆᵸᴳ 

 

 -16 ᶍ ֩ 6 ֪ 

ֹ ᶱ ᶊ  

 

 

 -17 ᶍ  

  

ᶇ ᶱ ᶆ
ᶊ ᵰᵾ

֩ ֪

ᶇ ᵫ ᵴᶫᵾ

ḒḛḦᴻ᷄ᴴḒḛḱᶹḻ
֩ Ḵᴻḻ֪

ֹ ᶍ

ֹ ꜙ

ֹ ᶍ

ₒ  x

 

     JR  

 

    (♫ⱦⱴה◒כ♫ⱦꜝ▬fi) 

    ( fiכ꜠  

    ( ) 

( ) 
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.    

֩ ֪  

ᶎ ᶍ ֩ ᵫ ֪ᴲ ᴴ ᶎ ᶍ ᶊ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ ᶎ ￼

ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 -18 ᶍ  

ֹ ᶱ ᶊ  

 

֩ ֪ ╔  

╔ ᶎ ᶍ ᶊ ᵶᶅᵩᶩᴲ ᴴ ╓ᴲ ᴴ ╓ᴲ ╓ᶱ

ᶊᴲ ᶒ ᵫ ᵮ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 -19 ᶍ ╔  

ֹ ᶱ ᶊ   

N

ₒ  x

 

     JR  

      

 

     

ה      

     

ₒ ₓ  

 

     JR  

      

 

     

     

ה      

     

ה      
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֩ ֪ ֩ ☺֪ 

☺ᶍ ᶎᴲ ♯ ᶒ ♯ᴲ ♯זּ ᶊᴲ ￼ ֩╗ ￼ ᴲ

￼ ֪ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ╗ ᶆᴲ ᶍ ᶎᴲ ᵫ ᶉᵣ ᶆᵸᴳ 

 

 -20 ☺  

ֹ ᶱ ᶊ  

  

ₒ ₓ  

 

     JR  

      

        

 

    (◖▬fiⱤכ◐fi◓ ) 

    ( ) 
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.    

֩ ֪  

1֪ ᶍ♯  

ᶍ♯ ᶎᴲ ֩ ֪ᶆ ᶡ ᵮᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳ 

♯ ᶆᶎᴲ ♯ᵫ ᶡ ᵮᴲ ᵣᶆ ♯ᴲ ᴴ ♯ᴴ Ḗ

♯ᴲ ♯ᴴ ♯ᶍ ᶆᵡᶩᴲ ᴴ ᶽḲᶷᶍ ᵫ ᶊ ᵶᶅᵣᶪᶇ

ᵣᵧᶝᵸᴳᶝᵾᴲ ᴴ ♯ ᶒᴲ ♯ᴴ ♯ ᶎᴲ ᵫ ᵮᴲ

ᵫ ᵣ ᶇᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

ă ᴲ ᶍ ᶍᵥᶀ ≥ᶍ╗ ᴲ ᶌ ᶍ♯  

֩♯ᵪᶨ ᶌ ∙ ֪ᶍ ╓ᶊᵩᵰᶪ  

 -21 ᴴ ♯ ᶍ♯  

ֹ ᶊᵩᵰᶪ♯ ᶍ ֩וֹ  ֪ᶱ ᶊ  

 

  

93 
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2֪ ᶍ ᴴ  

♯ ᶍ ᴴ ᶍ ᶱᶞᶪᶇᴲ ♯ᶆᶎᴲ ᶍ ᶇ

ᶍ ᵬ ᵫᶚᶛ ᶇᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳ╗ ᶆᴲ ♯ᴴ ♯ᴲ ♯ᴲ♂ ♯

ᶍ ᶊᶎ ᵫ ᵮᴲ ᵫ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 -22 ᶍ ᴴ ᶍ  

ֹ♯ ᶍ ᶇ ֩וֹ  ֪ᶱ ᶊ  

 

  

ᵬ   ֹ ᵆ ăᵇ-ᵆ ᵇᶧᶩ  

ă ֹ ᶍ ᶍ  

ֹ ᶍ ᶊ ᶊ ᵶᶅᵣᶪ  

       ֹ ᴲ ᶍ ᶍᵥᶀ ≥ᶍ╗ ᴲ ᶌ ᶍ♯ ֩♯ᵪᶨ ᶌ 

∙ ֪ᶍ ╓ᶊᵩᵰᶪ  

110

92

154

161

207

61

3

40

64

31

116

37

32

22

228

49

73

823

277

66

141

97

20

46

17

70

90

36

46

39

127

286

509

273

107

23

15

β ⅜

♠ β

β

β

β
β

β
ⱡ

ⱡ β β

β

β

ﬞ β

ﬞ

β

β

90

109

18

54

66

14

    ⅝  
     

     

ₒ◓ꜝⱨ ₓ  

ₒ  x

 

    (◖▬fiⱤכ◐fi◓ ) 

    ( ) 

 

     JR  
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3֪ ╓ ᴴ ᶍ  

ᶆ ᶱ ᵸᶪ ᶍ ᶱ ╓ ᶊ ᶪᶇᴲ ᴴ ╓ᴲ ╓ᴲ

Ⱨ ╓ᶍ ᶎᴲ ᶍ ֩ ∙ ֪ᶊ ᵸᶪ ᵫ ᵮᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ă  סּ

ă ╓ᶍ ֩ ᶊ ∙ ᶱ ֪ᶱ ᶇᵶᵾ ᶍ ᶍ  

 -23 ╓ ᴴ ᶍ  ֩ ֪ 

ֹ ᶊ ᵸᶪᶷḻ᷆ᴻḐ ֩ ֪  

  

─
─

─
─

─

─ ╛
⌂≥

─

─◦▼▪
◘▬◒ꜟ
ⱳכ♩

─
╕√

│
│ ⇔

⌂™

∕─

ה n=74 14% 28% 24% 15% 41% 19% 0%

ה n=52 6% 38% 33% 13% 31% 17% 0%

n=37 5% 30% 30% 19% 32% 3% 3%

n=41 10% 34% 29% 17% 44% 12% 0%

n=22 9% 23% 32% 32% 14% 23% 0%

n=66 20% 30% 36% 15% 18% 12% 3%

ה ─ ה ה n=3 0% 67% 67% 33% 0% 0% 0%

n=1 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

n=296 12% 32% 31% 17% 31% 14% 1%
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4֪ ᶍ ᶗᶍ  

ᶍ ᶊᶃᵣᶅᴲ ᶍᵥᶀ ᵫ ᶍ ᵫ ᶉᵣᵲᶇᶱ ᶇᵶᶅ ᵱ

ᶅᵣᶝᵸᴳᶝᵾᴲ ᶍᵥᶀ ᵫ ᶍ ᵫ ᶉᵣᵲᶇᶣᴲ ᶍ ᵫ ᵪ

ᶩᶊᵮᵣᵲᶇᶊ ᶱ ᵷᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

ă סּ  

 -24 ᶍ ᶊᶃᵣᶅ ᶊ ᵷᶪᵲᶇ ֩ ֪ 

ֹ ᶊ ᵸᶪᶷḻ᷆ᴻḐ ֩ ֪  

 

 

ă סּ  

 -25 ᶍ ᶊᶃᵣᶅ ᶊ ᵷᶪᵲᶇ ֩ ֪ 

ֹ ᶊ ᵸᶪᶷḻ᷆ᴻḐ ֩ ֪  

 

 

51%
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28%
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11%
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33%

17%
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֩ ֪  

1֪  

ḙᴻḅḻḐḲḋḟ

֩ ֪ ᶱוֹ ᵸᶪᶇᴲ

ᶍ ᶎ . %ᶇᶉᶂᶅᵩᶩᴲ

֩ ֪ᶆ ᶡ ᵮᴲ ᶍ ᶇ

ᵶᶅ ᶍ ᵫ ᶉᵣᶇᵣᵧᶝᵸᴳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -26 ᶍ ֩ ֪ 

ֹ ḙᴻḅḻḐḲḋḟ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

 

2֪ ᶒ ᵪᶨ ᵸᶪ ᶍ┌ ᶇ  

a֪ ┌  

ᶒ ᶍ ᵫᶈᶍᶧᵥᶉ ᶆ ᶱ┌ ᵶᶅᵣᶪᶍᵪᶊ ᵸᶪᶇᴲ ᶎ

֩ %֪ᵫ ᶡ ᵮᴲ ᵣᶆ ֩ %֪ᶇᶉᶂᶅᵩᶩᴲ ᶆ %ᶱ ᶠᶝᵸᴳ 

ᶍ ᵫ ᶊ┌ ᵸᶪ ᶎ ֩ %֪ᵫ ᶡ ᵮᴲ ᵣᶆ ֩ %֪ᶇ

ᶉᶂᶅᵣᶝᵸ֩  -27 ֪ᴳ 

 

 -27 ᶊᵩᵰᶪ ᶍ  

ֹ ḙᴻḅḻḐḲḋḟ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

 

42.6%

60.6%
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6.8%

11.6%

45.2%

22.4%

1.4%

0.3%
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╟╡
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23.2%

19.7%

19.2%

18.9%

16.4%

15.7%

15.3%

15.1%

14.4%

13.8%

13.8%

13.5%

10.4%

9.7%

8.6%

8.1%

6.4%

6.3%

4.8%

3.9%

2.4%

1.7%

1.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%
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b֪  

ᶒ ᵪᶨ ᵸᶪ ᵫᶈᶍᶧᵥᶉ ᶱ ᵶᶅᵣᶪᵪᶊ ᵸᶪᶇᴲ

ᵫ┌ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ ᶍᶞ֩ ð֪ᶇ ᶍᶞ֩ ð֪ᵫ ᵮᴲ

ᶍᶞᶆ┌ ᵸᶪ ᶎ ðᶇᶉᶂᶅᵣᶝᵸ֩  -28 ֪ᴳ 

ᵪᶨ┌ ᵸᶪ ᶍ ᶎᴲ ᶍᶞ֩ %֪ᵫ ᶱ ᶠᶝᵸᵫᴲ

ᶇ ᶍ ᶱ ᵸᶪ ᶡ ð ᵶᶝᵸᴳ ᶍᶞᶆ┌ ᵸᶪ ᶎ ᶉᵮᴲ .

%ᶇᶉᶂᶅᵣᶝᵸ֩  -28 זּ ֪ᴳ 

 

 

 -28 ֩ ֪ 

ֹ ḙᴻḅḻḐḲḋḟ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

 

  

35.4%
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5.9% 42.4%

73.7%
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8.4%
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4 5Ɫ▬ꜘכ◦◒♃הכ 6 ╘ ה ─Ᵽ☻

7∕─ 8 ה 9 Ᵽ☻

10 ה ┘ Ᵽ☻ 11 ה ┘ 12 ה ┘ ╘ ה ─Ᵽ☻

13 ה ▬Ᵽ♩כ○┘ 14 ה ┘ 15∕─ ⅜2

16 ⅜3

110,680
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3֪ ᵫ ᶱ ᵸᶪ  

ᵫ ᶍᶞᶱ ᵸᶪ ᶍ┌ ᶊ ᵸᶪᶇᴲ ֩ %֪ᵫ ᶡ ᵮᴲ

ᵣᶆ ֩ %֪ᶇᶉᶂᶅᵣᶝᵸᴳ ᶆ┌ ᵸᶪ ᶎᶚᶇᶲᶈᵣᶝᵺᶲᴳ 

 

 

 -29 ᶍᶞᶱ ᵸᶪ┌ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ  ֩ ᶍ┌ ֪ 

ֹ ḙᴻḅḻḐḲḋḟ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

 

4֪ ᵪᶨᶍ┌ ᶊ ᶇ ᶍ ᶱ ᵸᶪ  

ᵪᶨᶍ┌ ᶆ ᶇ ᶍ ᶱ ᵸᶪ ᶍ┌ ᶊ ᵸᶪᶇᴲ ֩

%֪ᵫ ᶡ ᵮᴲ ֩ ð֪ᴲ ֩ ð֪ᶊᶃᵣᶅᶡ╗ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

 -30 ᶇ ᶍ ᶱ ᵸᶪ┌ ᶊᵩᵰᶪ ᶍ ֩ ᵪᶨᶍ┌ ֪ 

ֹ ḙᴻḅḻḐḲḋḟ ֩ ֪ᶱ ᶊ  

  

42.9% 0.0% 9.0% 48.1% 0.0%
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8,682

─

66.8% 14.1% 3.4% 15.5% 0.1%
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╟╡

208,068

⅛╠─
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֩ ֪ ᶍ ֩ ֪ 

ᶍ ᶱ ╓ ᶊ ᶪᶇᴲ ╓ᴲ Ⱨ ╓ᴲ ╓ᶆᶎᴲ

ᶍ ᵫ ᶱ ᶊ ∙ ᵶᶅᵩᶩᴲ ╓ᶇ ᶘᶅ ᵫ ᵮᶉ

ᶂᶅᵣᶝᵸᴳ 

ᶝᵾᴲ ╓ᴲ ╓ᶎᴲ ∙ ᶍ ᵫ ᶱᶚᶛ ֩ ∙ ֪

ᵶᶅᵣᶪᶚᵪᴲ Ⱨ ╓ᶎᴲ ∙ ᶍ ᵫ ᶱ ᶊ ∙ ᵶᶅᵣᶝᵸᴳ 

 

 

 -31 ╓ ᴴ  ֩ ֪ 

ֹ ᶊ ᵸᶪᶷḻ᷆ᴻḐ ֩ ֪  

  

15%

15%

5%

13%

21%

25%

17%

16%

9%

11%

7%

27%

5%

10%

0%

11%

8%

6%

25%

15%

11%

14%

17%

12%

9%

14%

12%

8%

8%

6%

17%

10%

9%

6%

13%

5%

13%

9%

0%

8%

50%

46%

38%

32%

42%

37%

50%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ה n=149

ה n=97

n=60

n=60

n=38

n=105

ה ─ ה ה n=6

n=519

╒╓ 5 ⌐3, 4 ⌐1, 2

⌐1 ⌐1 │╒≤╪≥ ⇔⌂™

╩ 1 55

╩ 1 64

╩ 1 68

╩ 1 62
























































































































































































































